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総会を かえりみて

松川恭佐

別に掲げてある通り，去る5月末，本協会の第9回通常総会と， これに附帯する各種の行事一理事会・林業按術
コンテス1、。懇談会・講演会・視祭見学・支部幹事打合会など－が挙行され，全国会員諸賢のご協力のもとに，意

義探く無事終了した。
総会は，われわれにとって，最も重要な，年度の区切りの行事である。この会議において，過去の業績が審議され，

将来の運営方針が決定されたときは，その安心感と希望欲とで醸しだされる雰囲気によって，事務所の中は，あだか
も梅雨府れのような，爽かさを覚えるのが常である。

鍔繍2麓懸を鰯葺騨綴､鱸善蕊:繍撫に麓撫蒼驫憾鴛
了のときを最大とするようである。ただ，これら活動群の人盈にまぢって，道を教えられながら，牛の歩みをつづけ

ている自分だけは，洞にはづかしい存在である。

願り単れば，第2次大戦終了のあと，本協会が，戦時戦后の混乱時代を収拾すべく，意気高らかに，再興を目指し
て立ち上ったのは，昭和23年2月であって，その頃の会員数は，3,670名，予算額は，61万円程度であった。

爾来息つく暇もなく，難路を進んで来た8年間に，結集され，盛り上げられた会員の総力は，測量指導部の開設進

展と相俟って，協会の備える実力を非常に向上せしめた。すなわち，会員数約12,000名，予算額4,200万円を数え

る現状であって，再興出発のときに対比すると，前者において3倍強，後者については，当時に比して貨幣価値の変
動があったにせよ，約70倍の増加を示すに到った。 ｡

小さい分野ではあるが，われわれの，林業技術を尊重する伝統の力は，今日，本協会を，名実共にほぼ整った，技
術者の母団体として，生長せしめたのである。しかし，現段階における，この上げ潮の勢いは，言うまでもなく，会
員相互の努力が凝って推拡されたものであるが,われわれは,今后，望ましからざる下げ潮どきの来る場合の用意を，

絶対に，忘れてはならないと思う。

協会の再建途上，昭和27年，創立30周年を迎え，その記念事業として森林記念館の新築を初め，多彩な企画が
遂次実行に移された。この前后2－3年間は，打ち続く財政難に悩され，年の瀬をわたる毎に，底知れぬ渦中に巻き

込まれるような思いで，棲惨をきわめて来たことは，記臆に新らたなところである。そして章た，このような赤貧時
代を，再び迎えないとは誰も断言することが出来ないであろう。いや，私は，そのような困窮の時期は，必ず何度で

も廻って来ると，言い切りたいのである。ゆえにわれわれは，古るい言葉ではあるが，いつの時代でも，華美を排し
て質実を尊び，名利を避けて実益を重んずることに努めたい。

財政上のことばかりでなく，協会の行動のいかなる面にも，いかなる時にも，下げ潮どきの調節と団結を強める準
備態勢をとって話かねばならぬと考える。協会の幸福ほ，全会員の，童た全職員の,かかる備えある恒の心によって，
商らされるものと信ずるからである。

総会席上，石谷長官ほか諸氏から，それぞれ一会員としての，意見や希望が述べられた。 ここに代表三氏の要旨を

紹介しよう（文責・松川)。

石谷長官は，他を侍むなかれと，自力本願の辮刷を説いて，本協会の進承かたに強い示唆を与え， また技術者自体
の総力結集により，内外から厚い信頼を寄せられるような，林業技術者の母体になって欲しいと懇切に力説された。

藤本部長は，戦時戦后の混乱空白時代をのり越え，再び林業技術伸展可能の時代の到来せるを慶び，今后一段の精
進努力を要すべき旨を,林業技術コンテスト出席者た鴬を中心とする一同に対し，熱情こめて激励された。

柴田前長官は，技術面と経済面の提携･民有林と国有林の結びつきにつき，所信を述べ，本協会員の心構えについ
て，特に視野の拡大化と，大同団結の要を所望せられた。

以上は，それぞれ，会員の胸の琴線に触れて麦づる何物かが’ こもっているであろうと，私は感激を深くした。そ

して，地位をはなれて，話したり聞いたりする，会員同志のこういう機会は， より多くを持つべきであると思った。
今回，従来の役員は，任期澗了となったので，潜水(元)議長のもとに，改選が行なわれた。新任重任とりまぜて，

新規役員陣が選出され，益点本協会の重味を加えた。改訂定款によって，常務理事の大幅増員を見たのも，業務拡張

の結果である。

この新陣容をもって，われわれは，総会決議の運営方針に則り，万全を期して進む覚悟である。ここに甚だ潜越な

錘、

＝
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1
回

■.－

､亀

いする次第である。これと同時に，老朽をかえりゑず，

に反省と推進の刺戟を与えて下さるよう，懇願するも

お願いする次第であ

つねに反省と推進の

がら，役員一同に代って，広く会員諸畳のご支援ご指導を

任を重ねさせて頂いた自分として，各位のご鞭錐により，
のである。

今秋の臨時総会に，再び愉しく相会する日を期待しつつ拙築をおく。 （31年6月4日稿）
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木炭の日本農林規格の改正について

★

望 月 弘
(31．531受理）

|‐

1．規格改正の必要性

昭和25年農林物資規格法が制定され，これに基づい

て木炭についても日本濁訓観格が定められ，以来主要農

林物資としての木炭はその生産,取引，消費の適正合理

化と円滑な流通が確保され，国民生活の上に大きな効果

をもたらしてきた。 、

規格の定められた昭和25年当時は，薪炭統制の撤廃

直後で薪炭の需給事情はまだ完全に平常化には到らなか

ったし，また，戦中戦後の製炭技術の長い空白時代の所

産として木炭の品質の低下は極わめて顕著であった｡従

って，鋸搭の中心を流れる考え方にも当然これらの事情

に対処すべき方針が強く坂入れられ，その改善に力点が

指向された。

かくして昭和25年以来強力に展開した木炭規幡を中

心とした満涯政策の成果として,木炭の品質憾鐵童に向
上され， その生鰹鍾も逐年増大の一途をたどり昭和28

年度においては逐に戦後最高生産量を示した。その後

29, 30年度と若干の生憩威となったが， ー殻的には両

年度の生産量である200万ton台を以って概むね需給は

平侮伏態に到睦したものと見られている。

昭和25年度 ． 2,083千地

" 26 " 2,207 "

" 27 "- 2,100 "

〃28 〃 2,160 〃

〃 29 〃 2,050 〃

" 30 " 2,000 "

木炭の生産事情の安定してきたのと対照的に，昭和28

年度以降は煉豆炭，灯油，ガスその他の便利で割安な燃

料が急速に進出し，家庭燃料としての木炭の稲当麓が漸

次これに温き換えられつつあるのが現伏である。

かかる惰勢下にあって木炭億，その重要な需要である

家庭燃料としての今後の向うべき方向について再検討す

べき時期にあるということができる。

木炭の生産は農山村における零細農家の現金収スを得

る最も手近な手段の一つであって，農家の総収入にしめ

る比当は極わめて重大で，農山村経済の維持振興の面か

らもこれを軽視することはできない｡しかもその労務は，

直ちにこれを他の産業に転用することは極わめて困難な

事傭にあることを考え合せるならば，今後継続して生産

されると考えられる200万tOn台の生産木炭に対する需

要の淵爵寺については，相当の努力が払われなければなら

ない。従って，当面新らしく進出しつつある燃料に比較

して劣っている諸点に対しては早急に可能的な改善を行

ない，便利で良質な，しかも安価な家庭燃料を目標に再

出発する必要があると考えられるのである。

2． 規格に対する基本的な考え方

木炭は，同一製炭法によって製炭される場合にはその

品質はその原木となった樹種によって固定的に決定づけ

られるし，童た，同一樹種の場合においても，その原木

の状態と製炭の按術によって品質に著しい差等が生ずる

ものであって，前者を固定的な要因であるとするなら

ば，後者は可動的な要因であるということができる。規

格の基本的総成はこれらの要因を如何に系列化するかに

あるのであって，要因の従え方において従来の規格は若

干の検討すべき点があるとしながらも，その方向は原則

的には正しいものであったということができる。

（イ）樹種条件

樹種は木炭の品質の固定的条件をなすものであるので

製炭した場合の品質が類似する構種を集合して区分しそ

れぞれの代表樹種名によって樹種称呼を附することによ

り，一般的にその個有の品質を略示することができる。

ここに樹種称呼を区分する妥当性がある訳で，昭和29年

度の樹種称呼別の格付数量は概むね次のようである。

かし 137砿

くぬぎ及びあくまき 78〃

なら 637〃

ざつ 917〃

いたや及びいす 18〃

くり及びまつ 52〃

（ロ）形状称呼

製炭技術は木炭の品質に大きな影響を及ぼすが，最も

注目すべき原則的な要因憾製炭原木の調製であって，窯

中の炭化を最も平均した好条件のうちに進行せしむるた

めには原木の大きさを平均化することが必要である。従

って，生産される木炭の形状が一定の範囲の大きさに揃

鉢
《
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望月：木炭の日本農林規格の改正について

うように原木調製を行なって製炭する場合は，その品質

も当然魑秀であるわけで，また製炭歩止り美観の点から

も最も好ましいわけである。斯くして生産された木炭は

当然幾くつかの形態に分類することができるわけで従っ

て，従来ここに形状称呼を区分する妥当性を見出してい

たのであって，需要者が欲する形態の木炭を選定する場

合の重要な基準となってきたのである。

昭和29年度におげる緒付状況は概むね次のようであ

った。

丸，細丸，小丸，中丸及び切丸 559千砿

．割，小割及び切割 344〃

上記の込 149 〃

荒 74ﾉ7 〃

前表において，特に注目すべきは，「荒」が「くり」

「まつ」粉及び製鉄用木炭を除く合格木炭の42％をし

めていることで，さら漣これを白炭の承について承れば

66％黒炭の場合は34％を占めていることである。 ま

た，一般家庭需要の傾向についてみれば，所謂上物から

漸次端物に需要が移行しつつある状況であって，「荒』

は既に一般大衆用の木炭として極わめて重要な地位にあ

ることがうかがわれる。

（ハ）品等区分

樹種及び原木の形状が，生産される木炭の品質の良否

の上に根本的な原因をなすことば既述の通りであるが，

これらの同一条件の下においては築窯あるいは炭化手順

等の製炎技術そのものがそれぞれの樹種個有の品質に及

ぼす影撫は極めて重大で，その巧拙の度合によって生ず

る差等は実に木炭の生命そのものであって，ここに品等

を区分する妥当性があるわけである。

3． 規格の改正点

○第3条第1項に，「但し，粉に粉以外のものを混交し

たものは粉と承なす」を加えた。

粉とほ所定の大きさの目の金諦からもれたもの及び皮

炭をいうが，木炭を金筋で箭別する場合の限度は木炭の

現形を著しく破壊しない程産の動揺によって筋目から落

下すべき状態のものを筋別し得る程度と解せられる。こ

の場合筋別した粉以外のものの中に軽軟炭等の異質炭が

混入するときは，包装中あるいは輸送途上において粉腫

相当するものに破壊されるのが当然であるので，このよ

うな恐れのある場合において侭これら異質木炭を手分け

選別することが望ましく，これらの軽軟炭等は鍵伏は明

らかに粉以外のものであるが，粉として取扱うのが適当

である。また，当然所遥の大きさの筋目からもれるべき

ものであっても意識的に節目からもれないような筋い方

をした場合は職ではないとして取扱われる欠かんも認め

られるし，かかる場合は当然節目から落つべき粉の概念

のものが混交しているわけであるから，これを粉と判篭

する強い取扱い方が必要で，改正によってこの方針を明'

らかにしたものである。換言すれば，この但し書の追加

は，粉の飾別を良心的に実銭させる指導方針を明らかに

したもので，特に，作為的な芥正観念を完全に廃除する

ことを主としているのである。

○第3条第2項及び第3項を整理し，第2項において

白炭及び黒炭の樹種称呼を改正前這りに規定し，第3項

において形状称呼を改正して，粉「くり」及び「まつ」

を除く白炭及び黒炭の形状称呼のうち「荒」の称呼を削

除し，丸もの及び割りものの径叉は長辺の最大限を1セ

ンチ縮小し，切炭の長さの最大限を1センチ伸長した。

従来｢荒」と呼称されている木炭は，その量において

主要な割合を占め，家達燃料その他工業用原料としても

最も一般的なものとなっているとともに，その内容も相

当に改良が加えられ，既に相当広範の地域において，所

謂｢荒」の概念を逸脱した真に大衆的木炭の形態にまで

発展しているのであって，現下の木炭事傭を合せ考える

ならば，その方向は実に今後の木炭のあり方を指向して

いるというも過言ではない。

今回，木炭の規格の改正に当っては，これらの情勢を

洞察して，形状祢呼は原則としてこれを区分しない方針

を定め，特に形伏を区分する必要のある場合は，丸もの

及び割りものを以って代表しうる称呼のもの並びに白炭

の場合の「込」に限定して形状称呼を区分し得るものと

している。この考え方は従来の規烙の考え方と基本的に

大きく相違する点で，規格改正の最重点であるととも

に，将来これらの形状区分は可能的に圧縮され簡易化さ

るくく方向づけられているのである。

従来，製炭技術は，丸もの及び割りものの生産を中軸

としてその上に築き上げられたのであって，その生産技

術の目標が形状称呼を区分する目的に合致していたのに

対し，今回の改正によって形伏豚呼を区分しない原則が

樹立されたが，その基本的観念には変革があるわけでは

なく，原則的に形状を区分するかしないかの形而上の相

異でしかないのであって，炭化の均一化を図るために製

炭原木を充分に調製するという観念には従来とまったく

礎りがない。

形状を区分すあ場合の丸もの及び割りものの径叉は長

辺の最大限をユセンチ縮小したことは，既に相当広範の

地域権おいて事実上縮小されていることと，径簑たは長

辺の限度が大に過ぎて使用上の不便を来しつつある実惜

に基づくもので，且つ充分に原木を割って炭化の均一化

を促進し品質の向上を図ろうとしているものである。

また，生産された木炭をのこ切りすることにより所謂

切炭とする場合は，その長さは実際上の使用の面から承
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く，従ってかかる考え方で遷別されるもの憾撞わめて小

量でばあろうが，このものには小荒の名称を附さうとい

うのである。

（ロ）大荒は白炭，黒炭共にその形状を「径叉は長辺

が10センチ以上のもの叉はこれに10センチ未満のもの

が3割以内混交したもの」と規定しているが，これが指

向する方向は，かかる大粒木炭の特別需用がある場合，

或いは老木ぬか目のものを分級する目的等の場合は別と

して，一般に窯元で選別する場合には，この形状に該当

するものは，すべてこれを分級しこれを大荒として区分

して一般消費者の木炭の使用上の便益を計ろうとするも

ので，かかる大粒の木炭は当然これを適当の大きさに切

り或いは割るのが適当であるとしているのである。蓑た，

一歩進んでは当然に原木調整を念スリに行なって均一な

炭化を図り良質木炭の生産を翻すべきことを示唆してい

るのである。

（ハ）切荒りま，製炭された丸もの割りものの，包装時

における切揃え，大荒に相当する木炭の罰揃え或いは切

炭の等大を促進する方向を指向するものrであって，これ

らの切揃作業によって得た木炭については特にこれを区

分することによって有利な取引の可能性を見出そうとし

ているのである。

（二）中丸，小割，込及び斑込の鐙叉は長辺の最大限

を1センチ縮小し，更に罰込については長さの最大限を

1センチ伸長したことは，全国規絡である第3条舘3項

の形状の改正に伴ないこれとの均衡上当然に必要となっ

たものである。

C環3条銘3項及び第4項で定める形ﾘ鋤呼の号の備澪

欄の「1」を改め，「割りものとは，割った原木から製

炭したもので，製炭後に割れたもの叉は割ったものを含

まず，横断面の厚さが長辺の3分の1以上のものとす」

としたのは，割りもの定義を明文化したものである。

C環4条鏡2項の指定規緒である正味量目に新たに10

キ戸を追加し， 12キロを「まつ」及び「くり」以外に

も適用しうることとした。

1包装の正味量目は15キロを原則とし，その乞瑳は

堅固で蕊つたものでなければならないが，地域的に或い

は需讓鋤象によっては7．5キロ或いは20キ戸，或い

は30キロを認めることによって，消費者の好み或いは

輪送上の復溢を図り， また「くり」「まつ」等の軽鋒に

炭の場合は15キロ詰の俵を用いる場合は， これに12

キロを包装し得る実際的観点から，これらを指定腕絡と

して定め，必要に応じ指定してきたが,最近の木炭需繧

の多種性ば10キロ或いは12キロの包装をも期待する情

勢にあるので，これを指定規格として追加することとし

た。

て概むね8センチが最大限と考えられるので，従って，

従来7センチを限度としていたものを1センチ伸長する

こととしたのである。

C鶴3鍔3項の次に指定規格としての樹種移呼及び形

状称呼の区分を定め，樹種称呼の規定のうち「なら」の

区分を削除し，白炭及び黒炭について新らたに「しい」

の称呼を加えた。

「なら」は本規格に統合した場合も重大な支障を来た

さないという見透しの下にこれを削除することとした。

「しい」は本来「ざつ」に包括されているが，その炭

賀は｢ざつ｣と｢くり｣の間にあることが略を確かめられ，

消費の面においてもこれが区分を強く要諾しているの

で，特にシイノキを原木とする稚の生産の多趣方にお

いては「ざつ」からこれを分離L, 「しい」として独立

させることは一応妥当であると考えられるので，新たに

白炭及び黒炭について次ぎの指定鐡洛を設定した。

しい，シイ叉はこれにクリ，ホオ，ウルシ，ヌルデ，

ハゼ，もしくは製挨した場合の品質がクリから錘宣した

才炭に類する広麹封を除く広蕊封を混変したもの。

「しい」を区分することにより「ざっ」の実質は向上

すると考えられるが，一方「しい」はその個有の欠点が

明らかにされることとなり需要上に問題を残すおそれが

あるので，これが新たな用途については鋭意研究を進め

ると共に，シイ材の利用についても早急に鋳討を行なう

必要があるものと考えられる。 、

なお，ここにいう「しい」の主体となる蝋挨原木はシ

イノキ風のものを指すのであって，マテパシイ属のもの

ば従来通り「ざつ」に該当する原木として晒及うことと

している。

○第3条第4項の指定規絡としての形伏称呼に新たに白

炭及び黒炭について大荒及び小荒を，黒炭について切荒

を加え，並びに中丸小劉，込及び劃込の径叉ほ長辺の最

大限を1センチ縮小し，さらに切込については長さの最

大限を1センチ伸長した。

（イ）小荒は白炭，黒炭共にその形状を「最長部が5

センチ未満のもの叉はこれに5センチ以上のものが3割

以内混交したもの」と規定しているが，これが指向する

ところは，小粒の木炭のl齢糯要がある場合は別とし

て，一瞬こは窯元において選別する場合に， この形状

に該当するものをすべて分級区分するということではな

く，所謂老木，ぬか目その他木炭の使用上不便と考えら

れるもので，主として5センチ未満に担当するものを分

別することにより，目的とする木炭の品等を向上せしめ

ようとしているものであり， また一面に粉を筋別する

場合の規定上の欠陥を補なう意味を有するものである。

即ち，小荒そのものを主要な目的物としているのではな
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○第5条の品等の区分を改め，「形状称呼を附さない白

炭及び黒炭の品等は,炭質鯉良で形状のそろったものを

「上」に，炭質及び形状が上に次ぐ・ものを「並」に区分

し，形状称呼を附した白炭及び黒炭の品等は「極上」

「上」及び「並」に区分する。但し粉，「くり」及び

「まつ」並びに小荒,大荒及び切荒の品等は，これを区

分せず，「極上」に該当する「しい」は，「上」の品等

に区分する」とした。また，白炭の樹皮の附着の度合を

緩除することとした。

将来形状称呼を附する木炭の区分が極わめて簡易化さ

れ形状称呼を附さないものが名実共筵，木炭の主体をな

す状態となった場合は，当然に｢上」「並｣の品等区分並

びにその方式についても再検討すべきものと考えられる

が，現状においてば，従来の所謂｢荒」の概念のものが

実質的にその主体をなすものと考えられるので，「極上」

の概念は一応除外して考えているわけである。小荒，大

荒及び切荒は品等を区分せず，並び淀「しい｣は｢極上」

を附さないとしているが，これはその性格乃至個有の炭

質から当然なことであお・

○第7条に指定規絡として新たに小量包装木炭(経「く

り」及び「まつ」には適用しない）を錫定した。

都市における小住宅，アパート等の発逮に伴なって

一般大衆の生活嫌式の合理簡調上が促進され，併せてガ

ス，電気，灯油その他の文化的燃料が発達してこれらの

家庭において木炭は既に家庭燃料としては従的な地位に

霞かれる傾向が顕箸となり，従来の所謂大俵に包装され

た15キロ俵ほ大俵に過ぎるとともに使用上或いは体裁，

美観の上からも危避される状況#こあるので，これらの欠

点を砺眉的挺解消して，消斐者の便益に供するため，従

来の規格の概念から大きく飛腿したﾉI鐘の包装木炭の規

定を新た#こ説定することとした。

（イ）炭種及び樹穂

炭種胆ついては第2条，樹種称呼については第3条の

規定を準用する。但し炭置又紘樹種称呼の異るものを混

交することができるものとし，その場合は, r白炭，か

し，ざつ，黒炭，なら，ざつ」の例によって炭種及び樹

種謝乎を区分する。また，混交した場合はそのいづれの

1種も総量目の20％を欠いてはならない。

炭種叉は樹種の混交を認めることによって比較的硬度

の高いものと低いものとが混交されることが予想され，

火着き，火持ち等を好条件下に置いて利用者の便益に供

しようとするもので,.また，その混交された内容を明示

することによってそのそれぞれの1種が必ず全体量の

20％以上であることを保障すると共に，欲する内容の

木炭を入手し得ることができることを目途としている。

（戸）形 状

最長部が10センチ未満のもの，但し形状称呼は附さ

ない。

所謂大荒に相当するような大粒のもの憾混交せず，丸

もの，割りもの或いばこれらの込といえども長さ10セ

ンチ以上のものはこれを所謂切炭とする必要があるわけ

で，形状の上からも利用上の便益を強調している。

なお，「小荒」の概念に相当するようなものについて

は小量包装木炭の主旨からみてもこれを区分する方向に

指導するのが適当であろう。

（ハ）包装

強じんで形態の整ったもの

包装材料は強じんで， できるだけ漏出の憂がなく，形

状，体裁を整ったものであることが小量包装木炭には特

に要求される。紙袋を用いる場合には特に，輸送関係に

よって使用すべき紙質を選定する等，充分に配慮が必要

である。

（二）正味量目

2．5キロ，3キロ，3．75キロ，5キロ叉は7．5キロ

従来最も一般的に取引されている1包装15キロの正

味量目の6分の1，5分の1，4分の1，3分の1及び

2分の1を以って正味壁目.とすることとした。

7．5キロは指定規格の7．5キロと重複しているが，今

後7.5キロに包装が，指定規格として発達するが，小遼

包装木炭として発達するかは重要な問題で，その結果は

将来の木炭の在り方を指標するものとして注目される。

（永）調製

めれ炭，い悪り炭及び癖I§物を含まないもの

家庭用木炭としては当然これらの混入は許さない。 ま

た爆跳その他立消については特に指示していないが，こ

れらについても当然考慮すべきことは言を俟たない。

（へ）品 等

区分しない

（ｲ)乃至(ホ)によって調製された小量包翻く炭は専

ら一般使用上好適な条件を具備するいわば完成品であっ

て，品等区分を行なう必要性ば見当らない。

以上は小量包装木炭の概要であるが,小逢包装木炭は

山元に鏥ける生産と発駅或いは消費地における再生産の

場合とが予想されるが，特に再生産における場合ば如何

なる段階のものまでを規絡上の小量包装木炭として坂扱

うかを明確淀することは仲を困難な問題であるが，ここ

では一応相当の工場の形態を整えて系統的に生産を行な

う場合のものを指すと考えるのが妥当で，少なくとも小

売店頭において計り売りする形態に類似するものは対象

外とすべきであろうと考える。

（終り）
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る。この利用のしかたの違いは良好な草類としての条件

にも影響する。すなわち放牧地の草類としてば度量なる

家畜の採食に堪えて成長を続ける再生力の旺盛なもの，

家畜の蹄による踏承つけにあっても枯死せず，また折損

してもその部分が一つの新しい個体となって生育するも

の，小型で葉が密集し採食し易いもの，葡旬茎や地下茎

で速やかに地表を覆うものなどがのぞましい。これは放

牧地は家畜が自由に採食し運動する草地であるという特

殊な事情によるもので，採草地でばなるべく大型の草で

しかも硬くなく短時間に大量の草が収穫できることがの

ぞましい。

良好な草類は家畜の嗜好に適し，栄養分が豊富に含ま

れていなければならないことはいうまでもない。嗜好も

栄養分も季節によって変り，とくに嗜好ば家畜の種類や

個体によっても差があるが，総じて家畜がよく採食し総

可消化養分量の多いことが必要である。

すなわち草地はこのような草類によって構成され，し

かもその生産量が豊富であるように維持し改良されるべ

きである。

草地のための樹林

以上草地を維持し改良するための目標について記した

が，このような目的を達するための手段としてさまざま

のことがらが考えられ，また現在全国的に事業として実

行されているものもある。この中でとくに樹林に関係し

たことがらを拾いあげ，その要点について述べて承た
い◎

草地を保護するために樹林は不可欠のものであること
はいうまでもなく，樹隊による銑果は草地においても活

かされる。草類は樹杯によって護られ，家籍もまたこれ

の恩恵に浴すことが多い。欧米においてはいわゆる牧場

林と称し牧場の経営に幟欠くことのできないものに考え

られているが，従来のわが国の草地ではあ霞り留意され

ず，ことに普瀝関係の人たちにとってば草地における樹

林の機能は始んど知られておらず，草蝿蘇り用者には種盈

の翻衝で綾嚇はかえって邪魔になることが多かったので

あるが，最近は樹林に対する関心が非常に高まりその価
値の認識が深まりつつある。

このように草地を対象として草類や家籍のために設け

られる繼癖を牧野林と称し，そのおもなものに庇蔭隊，

飼料林があり，その他防風称,糊淋,水源酒裁淋,土砂

托I上林などをあげることができる。（牧野林の礫野とい

う毒蕊は広く鰯釈して草地という意味で，いわゆる牧野

法による敦野に限定されない）現在畜産専用の草地は一

般に牧野とよんでいることが多く，牧野章などというの

もその一例である。

A庇蔭林庇蔭淋は採草地の場合と放牧地の場合で
はやや惜籍が異なる。すなわちj緯地においては主とし

て草類のため，放牧地ではおもに家畜のために考えられ

草地と樹林

1

井上楊一郎

(31．5．12頚”
山

全
『

岸

この文で草地というのは永年にわたって利用される天

然草地，換言すれば放牧や採草のために永い期間にわた

って利用される野草地を指している。すなわち永年天然

草地とでもいうべき土地で，これに対して永年または短

年の人工草地があり普通牧草畑とよばれるのはこれらの

草地である。そしてこれら2種類の草地はそれぞれの特

色をもっており，一般に天然草地は役肉用の家畜，人工

草地は搾乳用の家畜のために鱸されることが多く，わ
が国でも馬，役肉牛，緬羊，山羊の大部分ほ天然草地に

よって飼われ，乳牛は人工草地に侭存する庭合が強い。

天然草地はその面積からぶても，これに依存する蒙畜

頭数からぷても，またその経営上の特性からみても農業
溌慧上きわめて高い価値をもっているのであるが，最近

のように草地および草に関する問題がよう莞く広い範囲

にわたって注視の的となってきた時代においてすら，酪

農偏重の傾向はまぬかれず，したがって天然草地妹そん
なに陽の光を浴びていない。さまざまの家畜を飼うため

には自ずから2種識の漉鰻の草地が必要であるように，
草地および草に関する認識もまた同じように天然草地を
も対象とすることが必要であろう。

草地改頁について

草地改良ということは2つの目標をもっている。一つ
は生産壁を増すことで他は良質の草類による纐戊を図る
ことである。前音は一般に草生改良とよばれ後者は章霞
改良といわれる｡そしてこの2つは密接な関係にあり，
結局草地経営の基本は「良質の草類を豊富に収穫する」
ことであることは疑もない。

ところで「良好な草類」について蚊足を加えたい。農
家が草を利用するしかたには直接家畜に自由に揺食させ

る放牧と，必要な時刻に必要な量を刈ってくる採草があ

1
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樹葉を利用するものがあるが，わが国では樹葉に重きが

鐙かれている。

飼料林の扱いかたについて一言したい。飼料林をつく

る目的は前述のとおりであり，したがってこの方法は放

牧地と採草地を対象としていることは間進いないが，少

くともわが国の現状では放牧地において実行することは

不可能であり萱た価値も低い。それはわが国における

現在の放牧法の大部分は全期放牧によっているからであ

る。すなわち放牧地を若干の牧区に区切って各牧区を一

定の期間で輪換したりまたは待期したりするような計画

的な輪換放牧や待期放牧は殆んど行なわれず，家畜は一

団地の放牧地の全面積を自由に移動採喰しこれを誘導ま

たは着視する牧夫も殆んど見当らない。このような方法

で放駁されてい局限り飼料木は家畜の嗜好に合えば合う

ほど飼料林としての維持は不可能で，ごく煙削間にその

あとかたも見出せない状態となる。放牧地がこのような

状態である限り，飼料林は採草地において経営されるべ

きであろう。

つぎに計画的な輪換や待期放牧が行なわれているとし

て，飼料木Iま家畜の嗜好性をよく考えて選ばれなければ

ならない。例えば馬の放牧地にイタチハギを飼料木とし

て使うようなことは，極言すれば徒らに放牧地に潅木類
を殖やすようなものともいえる。もちろんイタテハギの

肥料木としての効果は認められるけれども，放牧地にお

いて飼料木として使う場合は家畜がよく採食することが

まず必要であろう。また飼料木として利用する樹木は比

較的高い価値，すなわち採取できる量が多く栄養分が豊
富でありしかも樹勢の強いものであることが必要であ

り，自生している場合は利用するという種類と根本的に

異るものと考えられる。

c防風林とその他防風林の効果ほ草地でも認められ

淡汝御弾雨地にとって欠くことができないものであるこ

とば琴Fの調査報告によっても明らかである。すなわち

防風林によって主風をさえぎられた風下の草生臓風上に

くらべて草類の草丈は高くことに生草量ははるかに多
い｡

泌佼地の茄議として木稲や土塁などのような隔躍物が

必要で，しかもこれの設置や傾翌に嫁多額の愛用を要す

る。それで樹林をもってこれに代えたものを捌瞬と称す

る。家畜の脱走を防ぐ．のが目的であるので，有期潅木類

がもっとも適当で，西欧においてはグレデシア（サイカ

チ属）を瀞伏に植栽しよくその目的を達しているとい

う。木柵の代りにカラマツなどを密に植栽しこれにｵ簿k

をわたしているのがよく承られ，”地ではないが裏日

本の水田の附近に刈りとった稲束を乾燥するためのハン

ノキ林が錬られるがこの一種ともいえる。その､AI"k源瀧

るものである。

採草地の庇蔭林。この庇蔭林は飼料木とともに最近も

つともよく普及されているものであり，繰返しその内容

について記すまでもないであろう。っ室り草地に適当な

割合に樹木を植栽して草生をよくし生産量を高めようと

するものであり，青島トゲナシとか庇蔭度30％などと

いうことを眼にする機会が多いと思われる･･

も､らろん樹種としては肥料木のようなもの，樹葉の肥

料成分が豊富なもの，成長が早く庇蔭の効果が早く期待

できるもの，樹葉の配置が適当な庇蔭をつくるように拡

がっているものなどがもっとものそましいのであるが，

要はその草地においてよく成長する強い樹木であること

が必要である。この点で樹種を選択することがまずここ

ろがけねばならない。庇蔭度にしてもそうである。理想

的な庇蔭度はその寛地，その樹種によって異なり，まし

て庇蔭度そのものの決めかたが単に樹冠の垂直授影面穣

の比率によっている現状ではきわめてその巾が広いこと

は無理もない。筆者らの実態調査に鈴いて1Ha当り2

万～4"kgの生草を産する庇蔭採草地はいずれも50~

68％の庇蔭変を示しており30％からは非常に遠い。庇

蔭度そのものの研究が必要であるが，適正な庇蔭の度合

は各草地の実態で異るものと考えられる。

庇蔭林によって草生が改良されることは明らかである

が，この方法は決して即効的なものでない。数年前から

全国各地域で行われている庇蔭林の試験の結果を承ても

その効果はまだあらわれていない。樹林によって醸成さ

れる長い期間の良好な環境がその効果をもたらすもので

あると考えられる。

放牧地の庇蔭林。おもに家畜のための庇蔭林で，家畜

が強風や豪雨から避難したりまた夏季の暑熱をさけて安

息する場所となったり，夜間や晩秋の頃は温暖な寝所と

なる。放牧地の施設の一つとして欠くことができない。

庇蔭林は家畜の移動の習性を考えて高地と低地に2～3

カ所群状に配置し，群の大きさば家畜の群や地形淀よっ

て左右される。一般に高地ば疎林として低地はやや密林
とする。

B飼料林飼科林というのは飼料木を草地淀植栽

し，草類とともに樹葉をも飼料として利用しようとする

もので，このような考えかたは草種改良の一つと承なす

ことができる。つまりより良質の粗飼料をその草地から

多量に得ようとするもので，飼料木は樹紫を採取される

ので減按林の名が用いられることもある。飼料木は周知

のように飼料として利用する樹木であり，よく飼肥料木

という言葉が用いられるが，いうまでもなく職斗木は必

ずしも飼料木としては用b､られず。またその逆のことも

あり得る。飼料水にば樹実を飼料として利用するものと

菱
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￥
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養休,土砂汗止林などはいずれも草地，とくに放敬地に

とっては重要である。

樹彬也の畜産的利用一混牧抹一

畜産専用の土地としての草地は満度に利用されなけれ

ばならないが，樹林地もまた草を鍾墜し家畜の飼料とし

て用いられる点では家畜を対象として経営をとりスれる

ことができる。このことは1950年に農林省統計讃崖郵が

行なった林野の利用状況識査によっても明らかで，すな

わち家畜を放牧する農家戸数のうち林間放牧をする戸数

は内地では31～44％，北海首では33～46％となってお

り，また採草利用の面を承ると採草する農家戸数のうち

山林から採草するものは内地では14～16％,北減首では

6～9％となっている｡” このように樹林地はとくに家箸

の漉孜のために相当使われており，樹林地は草を生産す

る土地としても非常に利用価値が高いのである。しかし

林地に朧ﾎ妹の生産という目的があり，これをさまたげ

るようなことがあってばならない。この点では直接に林

木に与える影響の大きいのは癖より放牧であって，林

地の放牧はさまざまの問題をはらんでいる。それで本文

では林内放牧に関する-端にふれて染たい。

（1）林内放牧について

家畜が林内に入ることは壷ずあまり歓迎されない。と

にかく家畜が何らかの害を林地に与えるということが一

応考えられるからである。しかし林地をみれば家畜の飼

料として利用される草類を豊富にもっているような場合

も相当に見受けられる。とくに更新期間中や植栽後しば

らくの間の林地は草類の生産量が非常に多く，また林地

といわれている土地ではあるがたとえば立木が非常に少

なかったり，配置が不規則で榊胤が不良であったり，ま

たは未開発の霞まに麓かれている林地のようにきわめて

林木の生産が低い林地もまたかなり分布している。土地

を高度に利用しようとするためには林木の生産と家畜の

生産を同時にあげることがのぞましく，そのためにはこ

のような林地が一応の対象となり得る。

ところで林地に家畜を放牧した際の受ける利害のあら

ましにふれて承よう。重ず家畜が林地に与える直接的な

被害は第一に喰害があげられる。家畜は樹種の価値の如

何にかかわらず，嗜好に合うものはこれを採食するの

で,‘その林地にとって致命的な被害を与える可能性があ

る。 しかもとくに若い樹木の芽や葉の嗜好庭が高いの

で，その林地の謬渉阻害されることが間食生じてく

る。これら若い樹木に対しては単に食害の象ならず，大

家畜の場合はその蹄による踏圧や損傷も見逃せない。

過放牧はどのような土地においても避けなければなら

ないことであるが， とくに林地においてば注意を要す

る。それは称地では草類の量や質から桑てとかく過放牧

に陥りやすく，林地の過放牧は土壌を非常に固く踏謨つ

けしかも土地を被覆する植物を乏しくし，森林の機能の

一つであ為土壌浸蝕防止や水流調整のうえに大きな支障

を与えるからである。

つぎに利点についてみると，もし家畜がその赫地にと

って価値の低いまた幟障害となる樹木や潅木類の嗜好度

が高いとすれば，家畜はこれらを整理するために有効で

ある。この場合はもちろん価値の高い樹木が喰害を受け

ないような状態になっていることが必要である。鐙者ら

の試裳においても家畜は非常に多種類の樹葉を採食しこ

れらの潅木類の成長を抑えることができた。

また家畜を放較することによって伐採後の天然更新が

円滑に行なわれることもある。この例は東斗麟&方のブナ

林に承られる。すなわち優勢な地床植物としてネマガリ

タケを伴っているブナ林の天然更新はなかなか困難であ

るが，家畜の放牧によってネマガリタケを枯らし地床は

かき乱されてブナの稚樹が発生し成長し易い状態にな

る。このように天然更新を助ける手段としても林内放牧

は利点をもっている。

つぎにF.･A､O.によって刊行された「放牧と森林の

経済（原，兵藤氏記)」によれば，放牧の主要な矛嵯の

一つとして非常に引火し易い草木類を減少させることに

よって，森林を火災から保護するに与って力があるとい

う。これは密生した下草を伴っている針葉樹林によく認

められ，例えば米国西部の松林では平均4ha当り，頭

の割の中膳放牧をした際に，伐跡地に植栽した苗木の定

着した後における山火事の危険を25％減少することが

できたという。欧米においてはこのように放牧は山火事

を防ぐ手段として高く評価され，森林放牧の利点として

あげられていることが多い。

（2）混牧株経営の基礎

以上のように家畜を林地に放牧することはさ誉ざまの

利害をもっているが，要は林木および家畜の両面を考慮

した技術的な要素がこれらを解決する鍵の一つをもって

おり，今後における維持および発展の基礎として必須の

ものであると考える。そこでこれら技術的な問題の2，

3をとりあげて承ることにする｡．

(aク放牧の強さ。林内放牧の功罪について述べた際に

もふれたが，放牧の強さについてはもっとも注意しなけ

ればならない。すなわ･ら放牧頭数と林地の飼料植物の生

産量とのバランスが破れ，飼料植物の供絵句能な適正な

量以上に家畜が談牧されることは，林地におよぼす悪影

響がもっとも大きく，現在各国の林内放牧上の重大な問

題とされている。その林地の家畜を飼うことのできる適

正な力，すなわち長期にわたる飼料植物の適正な利用量

によって決められた放菱力を判定することが，霞ず第一
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たものは50%, この中15%のものは将来良鍾の材とし

て収撞でき得ないと思われる程樹形を変形したという。

（副樹高｡樹木のうける食篝は当然家畜の口のとどく

範囲に限られるので家畜の種窺によって祇轌をうける樹

高の限界ば決まる。しかし単に食濟だけでなく体をなす

りつけ樹木によりかかることもあるので家畜の体高以上

に高いものでも害をうけることもあり，童た蹄による折

損もある。食害と樹高の関係について樹種の項で紹介し

た試験をさらに引用してみれば，樹筒が2～10インチで

は87～94%,n～20インチでは97%, 21》へ"30インチ

で86～92％，31～40インチで39～64％，虹インチ以

上では3～5％の食蜜をうけている。このような家畜の

種類と樹木の大きさとの関係もまた林内放牧の経営上考
慮されなければならないものである。

にあげられるべき問題である。

これに関連して放牧のしかたは計画的に組立てられな

ければならない。林内放牧の現状は家畜は自由に林地を

移動深食し，林地は家畜に対しては無計画のまま放任さ

れていることが多く，放牧の強さと放養力のバランスを

とるために放牧のための経営案も必要であろう。

⑪放牧o季節。北海道東南地帯の放牧林地のよう

に，家畜は年間を通して放牧され冬季も積雪をかきわけ

てミヤコザサを採食する例もあるが，一般に放牧は飼料

植物の生育期間仁左右され，わが国では5，6月から

10，11月の翔間が多い。そしてこの期間のうち家畜の

樹葉の嗜好度が高いのば一般に春季およど晩秋の頃であ

る。筆者らの試験においても緬羊は5月中旬～6月上

旬，9月下旬～10月上旬が樹葉の嗜好度がもっとも高い

ようである。また米国における研究では緬羊が戸ングリ

ーブ・パインの頂芽をよく好むのは12月～3月の間で

あったという。このような季節と樹葉の嗜好の変化を家

畜ごとに知ることによって，その林地の涙扱いかたに順

応した放牧の季節を決めることができる。

に｝家畜の種類｡家畜はその採食する植物の種類によ

って3種類に分けられる。すなわち樹木顎の嗜好度の非

常に高いものとしては山羊,雑草類をおもに好む樹木類
も比較的嗜好する緬羊，イネ科蕊類をよく採食し樹木類

ばある時期に食する牛や馬の3つのグループである。こ

のような採食の習性によって放牧する林地を選択するこ

とが必要であり，樹葉をとくに好む家畜などは森林生

産物が高い価値をもっている林地は避けなければならな
いo

側樹種｡樹種について問題の多いのは針葉樹であ
る。これは食害をうけた針葉樹の回復はおそく単に木材

の生産量の減少だけでなく，樹形を著しく不良にするこ

とが多い。戸ンクリープ・パインの林に緬羊の放牧を行

った拭験によれば調査本数1,442本の中1回またはそれ

以上食われたものは86％， 2回またはそれ以上食われ

（

＝

同じ土地で繩ドと鎌籍を同時に充分に生産しようとい

う考から発展した混牧＃i経営は，幾多の厄介な問題を含

んでいる。しかしこの混揮確営は単にわが国だけでは

なく，世界の国々の大きな林業問題の一つとなってきて

いる。それは単に草鋤原を開発するという目的からだけ

でばなく，郷池が家畜のたあに林地としての経営が不可

能漣なったり，雌､ては森休の辮信が膨裏されてしまう
ことにもよっている。とくに1954年ローマで催された

第6回F.A.0,会議に鐙いて林内鯉佼に関する鐵術と
経営が24カ国の技術者によって討議されて以来，混牧

林の問題は再識哉され，この流れは昨年東京におげる第

3回アジヤフ閃坪洋澗錐会議においても林内放枕改策がと

りあげられた動震となった。

わが国の現状では混牧縮雷営の技術に関することがら
は，ほとんど究められていないといってもよく，しかも

畜産は次第に発展しつつある。混牧林経営は非職に重要

な林蕊踊題の一つとしてとりあげられている世界のこの
ような流れにそって，その経営の麹蕊をかた途るために

進童なければならないものと考える。

▲

ぞ

一

~

林
業
解
説
シ
リ
ー
ズ

新
第
八
八
号
航
空
写
真
と
森
林

“
航
窪
写
真
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
森
林
が

魂
嬢
筆
饗
禦
を
零
“

一
本
書
は
航
空
写
真
の
重
要
性
を
の
べ
て
お

ヱ
リ
誰
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

著
者
中
山
博
一

定
価
釦
円
〒
８
門

一
第
八
九
号
森
の
い
き
’
も
の
た
ち

一
狸
笙
鋤
鋤
恥
抄
稗
趣
唖
峰
態
鮭
Ｌ
迂
州
蝿

一
ヌ
キ
、
ヒ
グ
マ
等
に
つ
い
て
雷
か
れ
、
内

一
議
轤
謹
諏
畷

著
者
永
田
洋
平

定
価
馳
円
〒
８
門

日
本
林
業
技
術
協
会

刊一
■ーー＝＝＝＝圭伊 写与＝ー ｰ■ー

一壷

１
９
５
６
年
版

林
業
ノ
ｉ
卜

が
出
来
ま
し
た

印
刷
部
数
が
少
な
い
の
で
売
切
れ
な

い
内
に
今
す
ぐ
お
申
込
み
下
さ
い
。

Ａ
５
版
・
上
質
紙
・
一
二
八
頁
・
横

罫
入
・
方
眼
紙
四
頁
・
便
覧
三
五
頁

・
価
一
○
○
円

〒
一
六
円
．
（
五
○
冊
以
上
〒
無
料
）

便
騨
内
容
の
大
要

○
諸
統
計
記
入
表
卿
○
林
産
物
市
況
グ

ラ
フ
⑧
○
素
材
規
絡
○
木
炭
の
日
本

農
林
規
格
○
面
究
の
ス
ケ
ー
ル
○
音

引
当
用
漢
字
○
現
代
か
な
づ
か
い

○
ロ
ー
マ
字
の
書
き
方
（
日
本
式
）

○
活
版
印
刷
の
手
引
○
営
林
局
と
管
内

営
赫
署
○
都
道
府
采
別
林
野
面
究
及
森

林
蓄
究
○
写
真
撮
影
ヌ
モ

ー
◇
Ｉ

-----9 ．一一一



』

の57％を占めて居て，更に驚くべきことば同年度米国

内の内需向の木材流通量をも加えた全体に対して尚殆ん

ど4分の1に該当して居る事実である。

更に目を国内に転じて見ると当該年度の米材の京浜市

場揚げ即ち当時としては未だ東京港の無かった関係から

横浜港に対する米松の象のス荷量が略230万石に及んで

居たのである。

現在横浜港外にある立派な市設貯木場が横浜を揚地と

した輪ス量が漸次箸減して行って東京港にその大部分を

奪われてしよ条とした寂しさを湛えて居るのは立派な施

設が其の上の商戦の兵どもの夢の跡かとしゑじ承思い出
されるからであろう。

翻って戦後に於いてはここに述べた穰な米材のお株を

乗取った感があるのは先の南洋材である。

本年産の南洋材は其の輪ス予定量がプレレトン式諺|石

計算で前述した約700万石と云う戦前のピーク時の約3

倍と云われて居る。一頃は驚異の眼をもって迎へられた

筈であるがもう近頃は誰も月5，60万石位のラワンの入

荷に何の文句も関心も示すものが無くなつたかの様であ

る。貯木場は何処に行っても細い内地丸太以外には特有

な色と光沢をもったラワンと相場が走董って居る。

此の様な輸入樹種上の大きな入れ撲りを木材経済史と

してどの様に解釈して見たらよいのだろうか。

そして其処には更に戦争を総えて外地の獄産費源を一

挙に失った丸腰の日本に対して蕊ひ掛って来た1昨年の

北海道の大風水害，そしてそれに基因する日本の中目以

下の丸太市場に与へた混乱，一方に於いて樺太よりの移

ス材に相当する針葉樹の輪ス給源として見た北樺太を含

めたソ連産材のス荷も僅づかに現在迄には10万石余に

及んで居るに通ぎない現状にあ為のと，またそれの伸長

を図るための政治経濱的な襖雑さ等会が重り合って現在

の商況を一応基礎付けて居るのかと思うと現下の木材市

況に過去の夫れとを対比をして理解をする為には仲を難

解な深淵がたたえられて居る様である。

先にも述べた通り私位迄の年代の者にとって書き鋤を

通じてする以外には戦前の外国木材の息吹を直接身体に

直かに体験すると云うチャンスが無いと云ってよかった

であろうから益を其の正確な理解がむづかしくなる。

物心か付きかけて周囲の材界を見廻し初めた寅にばも

う閉鎖的なブロック経済の網の目が縦織に張り廻らされ

て居て眼は南東アジア…而も終末期には日澗麦経済と

云う掛声の示す通りまったく狭域の孤立した経済の中で

潅大な軍需品に応するために促うに代用品にかつもくし
て居たのに過ぎなかった。

沿海州からは勿論の事，南洋材も米材も昭和16年を棋

機としてそれ以降な－本と錐も這込って来なくなった。

戦雲ば日一日と濃くなって行って，物資は一定の枠の

内に収められ，劃一化され，そして統制下に置かれて行

外材輸入の睡顧

◇

中西利英

(31．6‘ 11受理）
~

何か外国材について縦に巾のある穰な謹方で書けとい

う要請を林業技術協会から受けましたので，不勉強を顧

承ず遅筆を督励しながら机に向ったわけでした。

木材貿易の歩象方に一線を劃するとすれば今度の大戦
の前後ということが極く常識的な区別であって， 日本

木材市場に於ける外国木材の立場というものも確かに大
きな変化というものがその前後にあったといえるであろ
う。

今の40代もまだ早い迄の年齢の人舞にとっては目下

の南洋材の騰勢･･･而も唯一人で戦前に夢にも思わなか
った約700万石と云う数騒が1年間に消化されて行きつ
つある姿はまったく驚異的であるのi［謎いないし，も一

つ云､鐘へれば戦前の南洋材の黄金時代は此等の人去に

は体験の外にあるのであるから案外こう云うものだと比

較をせずに思いこんで居るかも知れない。

斯く云う秘も物心付いた頃の戦前の木凋界は昭和12，
3年墳からであるから，御同様に手放しで感心して観て
居るものの1人である。

扱て文献の示す所によれば過去の日本木材市場に於い
ての外国材の最盛潮は大正12年の関東の大震災の後か
ら昭和の初期にかけてであって，その主役朧何といって

も米州産針蕊樹材････所謂米材であった。

唯一つ趣童って残されて居る業界史話「日本米材史」

を藩くと，昭和3年度の米国及び加奈陀よりの対日輸出
量は夫ムユ1,623,398石並びに978,116石であったと記
録されて居る。針葉樹材の拳で1,200万石と云うと，今
の頭で考えると喉をごくりと思わず呑込んでかかる嫌な

大きい数字であって，更に英に加えて当時は移入材とし

て流スして居た樺太材'を現在流に輸入量として加算して
見ると優に合計2,000万石前後のス荷を見て居いたわけ

であるから，確に今昔の感無きを得ない。此の米国より
の輸出量が如何に大きいものであったかを示す比較とし

て昭和3年度の米国大平洋岸の木樹輸出量を仕向箇別に

分けて見ると，勿論日本向が圧倒的に第1位で全輸出量

《
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中西：外材輸入の回顧

･ ･即ち輸入貿易であったのは最も容易に理解され得る事

である。

対外弗支払,其の一部としての木材輸入は斯の様にし

て前に述べた細友とした円ブロック交易の姿から180度

転回して厳重な総司令部の司令の下に置かれたのであっ

た。

世の中は皮肉なものである。話が一寸飛ぶけれども，

昭和31年を迎へた現在，我食は戦後10年の努力で国際
貸借帳尻面にて積小康を得て居るのは御承知の逓りであ

る。従って此の意味合ひ上，世界の如何なる地域から，

如何なる樹材種と錐も，日本の慾する木材である限り特
別の澗種と特別の勘定国とを除いては輪ス出来ないもの

は無い。否や寧ろ戦鐵報Iに発展をした木材工業･･ ･例

へぼツギ板を含めた特殊合板加工業の如きもの．･ ･ ･の要
講に応ずる為輸スされる原料丸太の種鎮唯恐らく戦前を
遙かに凌駕して居るのではある童いか。併し乍ら皮肉に

も此に一つの例外がある。

戦争末期あれ程狭い経浩交流圏乍ら細灸でも最後迄輪
スされて居った滴り1綱･のみが現在我之が輸入を試みて居

ない，否輸出出来ない…恐らくは中共当局から近い将

来には対日輸出を許されないであろうものなのであっ
て，地域的には遂隣りの満ﾂI財ほ現在の我含に執って南

米の『バラナ松」と同様，無縁の衆なのであることが将
にその嫌な感がある。

毎日毎日が日比谷の総司令部経済科学局へ木材輸入の
必要の説明と要請女作成とに明け募れて行った。

ラワンルkを1本，米松板子を1丁輸入する為にもそ

の頃忘れかけて居た英文の輸入要諦案をつくり，訓意薄
れかかった散乱した過去の記録の中から無い理窟をひね

って，一歩一歩と新しい木材輸入貿易の塑像を形造って

行ったのであった。

脱皮された新しい日本の木材輸入は斯の綴にしてその

黎狙を迎へたのである。

此の所謂管理貿易時代の木材鮒スは私個人に執っても
最も印象深く最も身近に記憶が甦って来るのであるが，
其の功罪は今此には深く触れないことにする。 ．

M虐比に一つ丈どうしても云って掻きたいことがある。
勿論盲萱易と云う一つの熟語が人口に瞼灸した位の時

の事であるし，諸事思う様に行かなかた事は云うを侯た
ないばかりで無く，亦事実失敗も数あったのであるけれ

ども，半身不髄の日本が他国の管理下にあり乍ら，現在
と比較して確によかった点が一つある。それは「バイヤ

ー」とし･て当時ば一人だけしか存在して居なかったと云
う事である。総司令部の名に於て日本政府が只一人の
「バイヤー」として外国から物を買う．…従って輪ス競

争と云う事があり様筈が無いと云うことは「スロ戸モ』一
ション」であるが故に質付時期，叉は契約条件等糞がへ

まなものであっても，兎にも角にもその輪スス札に当っ

ては独占的に単価を低めることが出来る。

琴藍急比の時代の南洋材の買付に際して魏在の輸入単価

つた。

その頃の私達の仕事と云へぼ第一にば過去に積上げら

れて行った外材業界の活動の跡仕末であり，軍事の目的

の為にする一種の店卸的な整理であった。

自由な輪スの商活動は停止され，数多くの木材輸入諸

機関は次点と解散されて行った。国内法として私企業を

停止せしめた木材統制法に相応するかの様に輸入も統制

組合的なものに移って行って，しかも其の取扱い趣は今

から考えると涙の出る様な底のものであった。

昭和19年度の日滴支貿易計画の議論にのせられた対

日輸入量は軍用材を除いて倣かに1万石であったと記憶

する。

もつとも此の数字には対外経済と云う意味に当時とし
ては除かれてあった台湾，朝鮮，樺太からの移入鯉は含

堂れて居ないし，また満州，麦那と一口に云っても，御

承知の通り支那は用材の非生産国であって，結局満州の

承が当時の対日輸出国であり，その意味で此の数字は満

州からのコマーシャルペースに載せられ得る木材輸入の

最後の年度計画であって，日猫間の軍用材の交流計画は

樹てようも無かったのである。

而して，此の計画の実態は満州林業株式会社と云う満

州国の統制機関から東満産白楊並びにド戸丸太を北朝鮮

経由にて燐寸噛休用として神戸へ場げることにあった。

斯の様に此の時代の木材貿易の姿を槻じて来ると，輪

ス貿易は昭和16年のうk坪洋突入時より昭和24年の曲り
なりにも本絡的な輸入が再開された時迄の前後10カ年

弱と云うものは杜絶して居ったと云うことが出来よう。

寧しる変則的な姿乍ら其の当時の在澗在支の邦人需要

に対する建築用材,樽丸，箱仕組板等は相当量内地より

輸出されて居ったから，その意味に於ては当時の日本は
其の狭い自律閉鎖的な物盗交流面内にて木材に付ては輸
出国であった。

以上述べた様な体験を通じてしてしか戦前の木材貿易
を直接身に触れて居ない私にとって当初に述べた嫌な昭

和の初期の米材及びソ連材を主体とする針葉樹材が潮の

様に輪スされて居た黄金時代は紙の上の記録を通じての
夢であり，誉た一種の幻想ですらあるのであって直接身
に付て仲をピンと来ないのである。所が戦後に成って略
凌それに似た状態が一応別の南洋材に於て起り初めて居

るのであるから，その理解と将来への見透しの裏付けに

困惑を感ぜざ患を得ないのである。

誹坪拝戦争は日本の全体をひっくり返した大喪革であ
ったことば云う迄もない。それば日本の従来のしきた

り・・・･政治面であろうと経済面であろうと ・ ･を根本的
に脱皮することが経済外的な力で強行されて行ったので
ある。独り木材貿易の承が其の澪外であり得る筈が無
い｡

所謂GHQの管理なるものは恐らく連合潭の純露事酌
な必要から来る面を除いては最も最後迄その監督下に置
かれたのが敗戦日本の対外国際収支，特に其の支出面

､垂

畠

寺

べ
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中西：外材輸入の回顧

のせて走るかが今後に一切残されて居る問題である。

寧ろソ連沿海州のエゾマツ，トドマツの如きもの，或

いは少さく中共産洞丸太の様なもの，将亦インドネシア

方面の処女林から得られる林木の輸入と云った様な問題

はまったく,今後に初まる問題であって，しかもも戦前手

をつけたのと全然違った形で日本が関心を有せざるを得

ないものであると云う喜勃勤ら云って，今後の日本業界に
課せられて居る大きな問題であろう。

ソ連産材の輸入に付いても未だ語るべき点多を残され
て居るのであるけれども，此には学に戦前と全く異なっ

た非常に困難な政治的技術的な問題点を含承乍ら今やつ

と暗中模索の旅に出掛ようと云った際であると云う事丈
を記するに止めたい。

此|10数年間の木材輸入貿易の世界を日本を中心にして

概観したのであるが,,果して発展する経済社会の事相を

正しく反映し，そして之に応へつつ，自らも進展して行

きつつある点は果して何処にあったであろうか。

一つの大きな費太主義経済の流れの中で日本の演ずる

木材輪ス貿易は何かしらを果して来たであろうか。

それに対まる答へとして云い得べきこととしては余り

に其の進恐具合の遅冷として居る濠に見えると云う一事
であると思うのは，私一人の承では無いと思うの

極く卑近な輸入の商業技術上の問題を掴へてみて，例
へ其の目的，其の運営がどの嫌に実漂に為されようとも

兎に角一歩発展の方向に辿るならんと思われる希望の萠
芽の如きもの2，3を挙げてみよう。

最近南洋材輸ス界にて輪ス商社自身が南洋樹輸送専門

船を持ち出した事が其の第一の点であり，同じくソ連沿

海洲よりの木材輸入関係者の中で真鯉に大洋航行に編筏
輸送の可能なるか否かを研究し始めて居ると云うことが

其ノ2つ，第3には南洋材の吋板製材品が対米国其の他
に輸出が激増して来たことは云う迄も無いがそれ迄に南

洋材吋板の輸出規格規定が可成明確に此の厄介な商品を
厳密に緒付けして来たことを挙げることが出来ると思う

第1点は輸入木材の致命的な欠陥と云へる価籍の変
動，而も木材界内部の要罰によるのに非ずして，海運界
の市況に非常に大きく左右されることを出来るだけ防ぐ

と比較して見ると確かに安かったと思う。索より時期が

数年も隔って居ることでもあり，算術的に比べることは

勿論許されぬとしても，一例を拳げると，鴬時のス札単

価にはFOB比島にてラワン丸太1,000BM当り30弗

を割った価格であった事実は確かにあぁ。ノミナルに比

較して見ると現生の約半分であり，而も現物丸太の材質
は今と比べて多少珍らしく人気があったとしてもひどく

落ちて居るとば思えないからである。

南洋材の輸入は昭和24年を契機として戦後の輪ス史
を初めるのであるが，逐年増加する許りで減少した事は
未だ1年も無い。

需要方面は拡大される一方で，輸入量も前述した微に

700万石の域に達し，そして扱い商社数も50は内外に
及んで居る。どちらも戦前と比較じて数倍である。

極最近でこそ劣等丸太の過当輸入と云う事が国内需要
者屑から叫ばれて居るけれども大体それ迄と云うものは

至函順認こ伸び，そして当初乱脈を謹めて居た比島内有

力輸出業者と国内鋪入業者との長期的取引，所謂系列化

と云うことも不充分乍ら徐々にその完成への道を歩んで

居る様である。日本と比律賓との間に最近締結された賠

償協定を演拝として，従来に為し得なかったし，また2，
3の実施した例に付いて見ても余り成功したとは考えら
れ厳かつた生産地に対する材賀改善への協力と云う様な
事も今後は可成り稜極的に露§されるであろう。

此の穣な生産地に対する資金的な，或いは人的技術的

な提挑は戦前に於いても幾つかの実測があり，寧しる林
業の駿な原始生産業にあって味その方が普通であった。

従って形としては南洋材の輸入と云うことの発育の過程
はほぼ戦前の域に達しつつあると見てよいのであって，

只過去の失敗の記録を基準として今後は山河に，そして
どの程度迄相手国側にも歓迎され乍ら遮って行くことが

出来るかが目下の問篭淀なって居るのである。

此の意味に於いて南洋材の輪スは戦前に比べて何倍か
の拡大された現損に於いて復原しつつあるのであり，前
途尚多事あるを思わせるものがあるけれども一応その段

階に入りつつありと称してもよいであろう。

米材とチーク材，亦合湾材等に付いては此の事情はま
ったく逆と云わざるを得ない。
ソノー、』埋乙云藏つぐ勺極時ﾉぶい。

《
で

汀

草

＝

匡一I

へ手段として眺め得る希望を持ちたいこと。第2点は全世
何れも運賃を込めたる高値の為童つたく振わない状況 界の木材資源の自由な交流に本質的な「デッドロック」

に追いこまれて居るのは何故であろうか？米材はその となる丸太輸送距離の経済的限界を数倍拡張し得るかど
内包する運賃の分析から，また其の他の用材に付いては うかの希望を持ちたい事。そして第3の点は正量，等質
運賃よりも，其の生産費の解剖から初めることによって なる商緯反引を完全に実施することが木凋界に於ての一
一志其の理由の識尋が行く雛な気がするけれども問題は っの理想となって居るが，此の規格関係を木材貿易の此
此等以外の要因のあることを示して居る点にあるのだと の意味に於ての-歩前進と云う観方をしたいこと.. . ､以
思う 上である。併し乍ら此の穣な当り前の事柄も戦後10カ年

、米材面で戦後の大きい特徴の一つはアラスカ東南端の 経ってやっと極一部に生れ初めた計りの所のものである
米国国有林材の輸入が昨年大きくクローズアップされた に於ては，先程の嘆息浜出てくると云うものである。
が，此れは未だ経済的論議の中で議論するのには些か時 甚だ雑駁な私見にも付かぬ事柄くどくどと並べ立てた
機尚早で，現在迄の所では此の様な林産業界が打った大 点を深く御詫び致しますと共に只今申述べた事柄の一つ
ぎな政治的な網によって得た軌道を如何に経済の車輪に 一つに付て亦何か機会を得て詳述したいと思います。
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ように見受けられた。従ってその技術はそこの場所には

当てほまるが他腫応用が利かないし，公式を知っていれ

ばどこに転任しても公式に従って適当な方法を考え出す

ことができる訳であるが，知らないために考えることも

出来ず，勢いそのものズパリを教えて貰おうということ

になる。

よく搾農は100年の計のつもりでジツクリ腰を落付け

て山なり洞▽#てと]嶽且め」と昔から言い伝え，教えられて

いるに拘らず，現場の職員は存外に気が短

はしがき

私臓昭和28年5月から本年5月まで丸3カ年間，林

業講習所の初代數鍔長として勤務した。発令が5月20

日で，科学技術庁に出向の発令が5月19日で正味3カ年

というのも誠に面白い符合であった。

林業識習所は，官制は前年度の昭和27年8月1日に

公布されたが，講習所長，救務，庶務の両課長と若干の

職員と仮庁舎という形態で曲りなりにも林野庁の附属機

関としての独立官庁として店開きしたのほ

28年5月であった。

現在，各宮公署では夫,々の形の職員研修

機関をもっており，公務研1鋼議会にス会

している研修機関の数は131に達し職場研

修に関する一般の認識が脚炊高まって来た

ことば喜びにたえない。

搾鴬講習所の設立当時ば，私偉ダツチし

ていなかったので，如何なる経緯で作られ

ることになったかは知る由もないが，職員

の教育訓練という仕事は，林野庁という機

溝の中から眺めて見ると，極わめて地味な

存在で，出泄街道をばく(藩)進しようとい

うような考え方をお持ちの方盈に対しては

誠に不向きなポストであろうが，実際にこ

の仕事に女ツチして見て，負け惜しゑでは

ないが,この鱈の重大さを痛感させられ
たとともに創業以来3カ年に各方面から寄

せられた御厚意に対し衷心から感謝すると

ともに，この仕事を離れるに当り3カ年間

の歩象をふり返って見ることとした。

ゾゴ『'一審榔一ジー〆 〃写一互哩－， 歩ベロノ 』画一一J､＝ロ､"、

かいというか，結果を急ぐためか，そのも

のズバリの方法を知りたがる傾向が数多く

見られたことば意外であった。

これは誠に遺憾な現象だが，元をただせ

ば林業諺繩では基礎的なものが充分に究め

られていないこととか，また，最近現場の

業務が極めて繁忙となってきたためにユツ

クリ腰を落付けて観察し考えるという心の

余裕が持たれなくなったことと，古来から

ある｢技術の封建性」とでも表現すべきか，

昔は監督官庁の技術者が現地でそれぞれ指

示錆導をしその方法によらなければ損をし
たということなどのためか，誰を先生の処

方とか，某先生の御指示の方法に準拠して

おれば間違いがないというようなことが知

らず知らずのうちに習慣となったのか，自
分でコツコツ研究するよりも偉い人に聞い

て実行した方が無難だという現象を生んだ

のではなかろうか。

教務課長として着任したときは，丁度昭

和28年度.6細俄で採用された大学卒業生

の新規採用者研修の実施中であったが，昭

和28年鹿の研修計両は何も出来ていなか

った。従って予算と名の付くものは何もな

.＝

林
業
講
替
所
の
想
い
出

牢

大ないが，この仕窯の重大さを痛感させられ

たとともに創業以来3カ年に各方面から寄
沼せられた御厚意に対し衷心から感謝すると

へ

ともに，この仕事を離れるに当り3カ年間 三
丁省の歩象をふり返って見ることとした。
六

林業講習所の研修の生い立ち

職場における研修は，各営林局とも各種受一

技術について昔から永年に亘って実施され 患
ていることは周知の通りである。このうち

で担当区主任養成を目的とした「担当区詰員数習規程」

を除いて他に職員の教育訓煉について定められたものが

見当らない。

林業講習所が実質的に発足した当時,林業講習所の実
施すべきものについては，「林野庁，営林局，営林署の

職員の教育訓練」とあるだけで，どんな内容の研究をし

たら良いかについては規定されたものもないし誰からも

御教示にあずかることもできなかった。

従う蠣林局で実施された各種の研修を仔細に調べて見

ると，大部分のものが第一線担当者を対象とした事業実

行に必要な技術の指導重たは研究会が主で，これを数学

に例えて見ると問題の解き方というようなもので解き方

に必要な公式というようなものば指導された例は少ない

心

禽
夕

かつたし給与から汎ゆる翰品まで林野庁に貰いに行く状

態であった。

さて，どんな研修を実施したらよいかと当惑した。林
業講習所で行なう教習については，私の着任する1カ月
半程前に「林業講習所教習規程」という農林省訓令が4
月1日から施行されていた。この訓令は，林業講習所
の将来の発展を図つたものか，大学とか他の試験研究機
関，他官庁の研修機関之研究生を出す委託研修を除いた
総ての教習が実施できることと定められていた。そこで
各方面の意見を出したりして考えた結果年間計画は後廻
しとして販敢えず治山研修と造林研修を実施することと

し，これに対しては，前記の通り治山に必要な基礎技術
にほ特に力を入れ荻原教授，渡辺技官（研究普及課）王

木技官（秋田局治山課長)gjll'技官（赫試）実習では福
一

錨者・科学技術庁技術調遼宮・元林業識習所教務課長
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大沼：称業識習所の想い出

森技官（林試調査室長）の各位の絶大な御協力によって

7月20日から8月4日まで曲りなりにも実施をした。

造林研修についても東大芝本教授始め各位の御揖導によ

り造＃磁術のうち在来からもっとも欠けていた土壌と更

新，苗木生理，種子生理,病虫害防除に特に力を注ぎ，

林試の竹原，燕,藍野，伊藤の各技官，及び長谷川博士

の御協力により8月24日から9月4日まで実施した。

このように治山，造称の研修を実施しながら年間研修

計画の立案にとりかかった。こうしているうちに林野庁

厚生課の努力によって称野庁における研修問題に関する

長官の諮問機関として研修審溌会が設立された。（この

会は林政部長を委員長として委員は林野庁において職員

研修に関する知識経験を有する方4(課長及び課長補佐）

で構成され，赫野庁における職員研修の越本的計画始め

その他重要計画を審議するもので，後に一部改組されて

現在は研修委員会と敬称されている）この結果，昭和28

年度には治山研修2回蟻に現局の要望によって3回と

なった）造林研修2回，機械鐵理研修，経理研修2回，

担当区主任再研修，土木研修，測定研修各1回を実施す

ることに決った。折柄北海道の造称事業の推進を計るた

めに「北海道造林推進要綱」が立案されこれに対応する

ために北海道在勤の造林事業担当者を対象とした造林研

修を2回，保安林整備事業の開始に応え民有林買上事務

研修1回が夫を追加実施されることとなった。

研修を実施するに必要な経饗としては，職員研修凝

轍材，講師謝金その,他）と研修旅菱であるが，前者は

金額も僅少でありさしたる問題とならなかったが，研修

旅費は特に問題であった｡林野庁のなかには営林局署に

負担させたらという意見が相当にあったが，林業講習所
の予算で実施しなければ充分な研修が出来ない旨を力

説旅費予算の窮屈となりかけてきた昭和28年度で，

兎も角初年度に1,000余万円を礎得できたことは犬収礎
であった。事実研修実施に当ってその鍵をにぎるものは

旅費であり，たとえ日額400円（8級職以上は440円）

の低額でも3週間程度の研修となるとユ人当り2万数千

門となり，この割合で年間6～700人を教育するとなる

と仲公莫大な額にのぼり，比較的旅費に恵まれている営

林局ですらも，第4．4半期ともなれば，1万円の旅喪
でもその配分に局長が苦労する予算であるので，当初に

研修旅擬は林業講習所支弁という鉄則を決めていたなら

ばこそ， 29年度以降色々な研修を実施できたのでない

かと思っている。

庁舎は発足当時，ノ1，石ﾉ11の林野センターが使用でき，

約50人の教室となる室1，その他事務室3を占有出来，

その上職内に宿舎もあり，仮庁舎としては極めて満足す

べきス女一卜であった。新庁舎の敷地については多摩，

"IIその他数カ所の候補地があった。仲でも林業技術の

研修場だから淘IIという意見が仲灸強かつたが，交通の

不便の地では講師の選択に自由を欠くという理由を強力

に主張し漸く現在の目黒に決定し，翌29年6月竣功，

教習生最大70名の収容能力のある寮も30年6月に完

成し，寮母に小泉夫人を，その他優秀なメンバーを得て

極わめて満足な成果を挙げていることば誠に喜ばしい次

第である。

昭和28年度から在勤中の30年塵迄に実施した研修の

内容については後項に詳わしく記すこととして，前記の

ように昭和28年度の研修については各般の方々の御意

見を参考として企画，実施して来たわけであるが，決定

版と言える研修は遂に完成せず，常に教習生の習得状況

を調べ欠点と気付いたものは購踏なくこれの改善に努力

した。随分むづかしい注文を差上げ講師の方なの御心労

を煩わしたとは申択ないと思っている。各研修毎の教え

る課目とその教材の完成が早からんことを願って止まな
い｡

教程（課目及び教材）の問題とともに現地実習につい

ても少なからず頭を悩まされた。実習地の条件として

は，地況，林況ともに実習目的に適っていなければなら

ないことは申す迄もないが，その上30～40名程度の人

が泊れる宿舎がなければ合絡とならない。造林関係の実

習地として天城国有林，浅川国有林は比較的に良条件に

恵まれていた方であるが，一番先に実施した治山研修の
実習地は当初瀬戸の東京大学演習林，後に上久堅(長野
営林局直轄現場）を変更して見たが，国有林の治山担当
者の実習地としてはピツタリしないものが多く，この治
山実習地の選定が今後一番難問題であろう。土壌調査の

実習地としては秩父の大学演習林,赤沼試験地，前橋局
中之条営林署管内で一応まづまづという処であるが，何

れにしても良い実習地を作るということは単に林業講習

所のため許りでなく事業実行官庁としては緊急の問題で

あり，万難を排し優先的漣作られなければならないもの

であることを確信して止童ない。

なお，北海道では昭和28年度の造林研修以来，経理
研修，治山研修と合せて9回延約200日余に亘って実施

した。企画は林業辮習所で担当したが，実施に関するあ

らゆる事務は，札幌営林局で担当していただいた。研修
場は野幌の国有林織員講習所で，北海道営林局が合同し
て担当区主任の教習を実施していた施設を使用したもの

で，この施設は戦後に作られたバラックであって非常に

破損していたが，折良く林業試駿場の豊平移転に伴ない

元の庁舎（総2階建）が関係者の努力の結果入出出来，
内部を改装したため環境施設ともに申し分のない国有林
職員研修場となった。この野幌の講習所の出来たために

《
戸
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《
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大沼：林業講習所の想い出

造林担当者は208名，会計辮務担当者は約100名教育

され，青森以南の9営林局より遙るかに高い教育率を示

している。このことは北海道造林推進のため，将叉風倒

木事務処理に少なからず貢献していることを確信してい

る。元列劉b海道は極めわて人工密度が低く従って国有林

職員も少なく加うるに歴史的な風倒木も発生しその繁忙

さは想像に余りある状態であり，内地営林局よりの転任

も仲を容易でない折衞，北緬首在勤者の質の向上を図る

ことが目前の急務であり，北海道の高度の教育率に対し

異議を唱える向もないが，以上のことから今後共一層積

極的に推進し厳ければならないものと思っている。

昭和28年度から30年度迄の実施状況

昭和
28年度 |"皐塵| 計

〃

29年度

’
’ 58回

86

1,919人

1,255日

教習回数

教習種目数

教習生員数

教習廷日数(日）

23回

13

757人

524日

15回

10

495人

288日

20回

18

667人

443日

実施した研修種目と課目の大要

研修種目
（）は実施年鹿

’鱗用穆
鰡

（30）

2管理者研修

鍬

| 対 象 ’ 期
間

題目 的 課
＝

蕊議當鵜：
将来の幹部要員国家公務員とし

艤蕊鼻綴として必要な知

識の附与 概要，労務厚生
向，特別講義3，特別講義

新制大学卒業者14

僖鱸鱸￥35

(教養課目）知名人士の特別講義，林業政策，国有林野

(綴溌に儒鍔難謬る管理着訓瞬労働問題，
(畠蕊蕊理)壼有林鋳渋,財産法,管理規程地元施

国有称野第一線

管理者の養成

種事業の要点
& －

．鷲緬修|営赫“ 長7営林署長の水準

向上

ー

4 代表担当区主任23担当区主任の質
的向上

担当区主任の質

熟議難篭鱗
的向上

担当区主任

"8iw修
（29）
（30）

鋪研修
鍬

織
二

｜・
営林署経営課長

|叢た陰癖篝
造林技術水準の

向上

5

21事業課長の質的（教養課目）
（一般課目）

向上 程管理と損

6事業研修営林署事業課長21

（30） または候補者

黛鱸
のである。

》
》

》
》
》

繍
榊
岬

く
く

。7庶務研修営林署庶務課長

（30）

庶務課長の質的

向上
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大沼？林業識 習所の懇 い出

識
静
麓
螺
識
鍔

一
艤
一
瞳
，

く
く
く
く口

課

瀞

(特別識

霞

林道政策その,他特別識義土木研修

（28）
（29）・
（30）

嘗林扇署土木係
8 現場主任技術者

として必要な知

識の附与

任技術者 目）
課目）
測鐘

実習）
学）

蕊鐵難漣曳按箪隆篝驚

同治山研修

（28）
f29)

（30）

営林局署治山係
員

9 目）
目）

塁
治山政策その他特別諦義上

,離農鰐蕊弾筈灘錦曇翰
鐡職の機餓化，治山実務・保安林｜

｜

’’10土壌調査
研 、修

（30）

営林局土壌謡査

担当係員

土壌調査要

燕成

負の 蕊）

)士議:職綴繼篝繍生F鑿讓
醤'空中零真による地形の判読

鰄
蝋動
繍

灘

繍
稚
癖
鵬
霧大韓

》

癖
繍

一
識

中
地
辱

空
海
野

即
即
耀
懲

蝋
識

く
くる

他
の
、
ノ撫

よ
の

に
そ

》
峰ｌ

‐
一
『

０６

－
型

空中写真
測量研修
（29）
（30）

営林局担当係員11

畠
一

夕

’13経理研修

（29）
（30）

営林局署会計事

務担当者

1

今後の問題 反し，他の局では数カ月又ば2カ年余も経たなければ担
教育計画について 当区主任に発令されない。その代りその期間内に充分実
国有林職員の教育計画で現在規定されているものは， 務の習得が出来る訳であるが，見習輔間と錐も単に実務

「担当区主任教習規則」だけで，この規則は教習すべき の補助として勤務させていては如上の目的は達せられな

課目を羅列してあるに過ぎず，しかも戦後の食糧難の時 いから一定のプログラムに従って実習教育を実施すべき
代に，従来中央で実施していたものを各営林局に実施を である。

委管することとして現在に到って､､る。担当区主任は国 新規採用者についても同様であって，林業講雪所で

有林の第一線を守る人冷であるのでこの教育は国有林の は，大学田の者に儀盈2週間の教育を施しているが，こ
職員教育のうちでも最も重要なものの’つであることは れでは国有林事業の概要すらも把握させることが出来な
申す迄もないが，この規則は，担当区主任がまだ保護区 い｡・学課と実習を合せて少くとも3～6カ月の教育と，
員として扱われていた時代に作られたもので最近は実施 研修終了後一定のプログラムに従った実務習得期間がな
に当って現状に則するように相当の考慮が払われている ければならない。
ようであるが。教材は各局とも色禽であり内容程度とも 鼓数年新制大学卒業生の新規採用者の員数は激減し昭

に相当の差異のあることば,担当区教習が資締を伴うも 和31年度は僅灸23名で,戦前の大学及び専門学控卒業
のである以上この状態は一日も早く改められなければな 生を加蝉して80～120名であった時代と比べ今後の国有
らない。 林野職員の充足にほ極めて不安がもたれる。かくなった

またこの教習には学課とともに実習も行なわれている 原因と対策の問題についてはこの稿の問題外となるので

が,単に教習の実習では其の実務を習得することは難か 省略するが,採用者の数が少なければ少くない程充分な
しく，教習終了後臓適当な指導者について夫友の業務に 教育を実施しなければならないのでばないか。

ついて最低数ヵ月の実務見習を経なければ其の一本立の 次に営林署長も従来は事前に何等の教育が施さないで

担当区主任は出来上らない。現在担当区主任教習を修了 任用されて来た。成程営林署長になる位の方ならある種
した者朧各局によって事情は異なるが，担当区主任の欠 の技術のエキスパ戸トであることは間違いないが，現在
員の多い北部地方の局は教習終了後直ちに発令されるに の営林署の内部機構は以前と比べ分課しているため，業

－－16－
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大沼：林業識習所の想い出

自体も甚しく専門化して来ている。これは仕事が進むに

つれて起る現象の一つではあるが，その為に営林署の業

務全般に通ずることは戦前より遥るかに至難となってい

る。殊に現状でば署長になる迄の年数の少ない人程，言

い換えれば学歴の高い者ほどこの教育をする必要が生ず

るわけである。筆者ば初年度からこの研修を提唱し翌昭

和29年度に漸く実施の運びとなったが，仲をこの研修

に対する一殻の認識はまだ充分と迄はなっていない。

また営林署長は広範な権限と責任を負わされ，かつ極

わめて繁忙な毎日に終始しているので，職場を離れて物

を考える時間を与える意味での研修会を催すことは幹部

の百千の号令叱決に勝ることまた当然でありしばらくの

間採り上げられなかったが，幸い昭和30年度に現長官

の英断によって実現され更に今年度から積極的に実施の

運びとなったことば在勤中の最も婚しい想い出の一つで

ある。

林業講習所は国有林野事業*謡I会計に属しているが，

教室の余裕のある限り地方庁の職員に聴講の便宜を計ら

って来た。この数は3カ年間で約15名に及び，今年度

の北海道治山僻修に際しては辿名（約4割）の北海道

庁の治山事業担当者の受識生が参加し，営林局の方食と

文字通り同じ室で同じ釜の飯を食べ卓を並べて研修生活

を共にしていただいた。林業技術に国有林民有林の差が

あろう筈はなく，治山のように綜合的な流域保全を計ら

なければならないような仕事には殊の外，国有林民有林

の第一線技術者の協調を必要とすることは申す迄もな

い。国有林民有林の協調については報告書の交換や協議

会などの手段が採ら‘れ双方の幹部は了解が出来ておって

も存外こんな処が今迄余り考慮が扱われていなかったの

でばなかろうか。現在のように最高技術者が東京附近に

集中している折から林業講習所が国有林職員だけの研修

場であってよいだろうか。

最後に技術者養成に対し果して現在どれだけの関心が

示されているかについてば,,在勤中に得た感じでば各営

林局とも研修内容について綴極的な御意見に寄せられた

ことは極わめて稀であった。教育は林業講習所をお委せ

しているといえば甚だ聞えはよいかも知れないが，自局

の職員の教育について撤方まかせで意見がないともいえ

る訳でこんなところに経営合理化推進のネックがあるの

ではないかと考えさせられる。

＝

産

、一 …＝一一一 一一。一．一一一

ｉＪ
１
ｉ
ｆ
ｆ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
が
恥
０
Ｊ
～
〃
Ｉ
Ｉ
Ｐ
，
１
１
Ｊ
か
、
１
Ｊ
抄
１
１
Ｊ
う
、
１
日
Ｊ
，
ｉ
Ｉ
ｆ
ｆ
１
Ｉ
く
ｆ
Ｉ
ｊ
ｆ
１
Ｉ
Ｊ
＄
Ⅲ
ｌ
Ｉ
ｆ
ｆ

原稿 募集
三

本誌は，林業技術を振興し，普及するものである同時に会員か自由に発表し得る機関誌で

あります。評論，研究報告，解説，翻訳，紹介，随筆，感想，意見等，何でも櫛わない。叉

必ずしも林業に関することに限定し喪せんから，奮って投稿されんことを期待します。

‐ 【投稿規定］

◇撰稿原稿ば未発表のものであること。

◇投稿原稲は一回について，写爽叉は図表を含承印刷出来上り4頁（原稲用紙換算400字詰23

枚位）以内とすること。

◇用紙は原稲用紙を使い，なるべく横書きとすること。

◇図はケン1､叉ほトレ戸シングベ戸パ･－に幾審し色ほ使用しないこと（図版は縮少して印刷す

ることが多いから図の中の注記，数字，符号等は余り小さくない方力窪ましい）

◇写真は必要な最少限変に止め，且つ鮮明な印画に限る。

◇用語は成るべく当用漢字を用い，新カナ使いとすること。

◇原稿腫は錐者の職名（又ば勤務先）及び氏名を，封筒にば住所氏名を明記のこと。

但し随筆，感想，意見，要望等に関する原稿については誌上諸名も差支ない，その場合も欄

外に住所氏名を明記のこと。

◇封筒の表紙に「原稿」となるべく朱書すること。

◇投稿の原稿は原則として返還しない。

◇原稿の取捨並に掲載の時期は編集部に一任のこと。

◇掲載の原稲に健薄謝を贈呈する。

負

芦一一 一ヘーェーLへ 一一ハー
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2）実施期間新規航空写真撮影地ぼう図完了より12

月末までの間。

3）従来法による施業計画との関連

現行施業計画は従来方法iこより樹立するものとし，本

試案実行はこれと全然無関係に行いすべて一方の資料を

他方に利用しない。

4）根本的な考え方

施業計画樹立方法を科学化し，万人の納得するものと

するため，航空写真の利用と推理統計による調査内容の

理論的充実を目途するものであるが，森掠資源調査とし

ての画一的なものに止まらず，森駄法に示す施業計画樹

立を達成せんとしたところに問題を孕んでﾙ､るが，幾多

の困難を排し完成を目指す。

5）準備

判続用航空写真，地ぽう図の整備。

制限林，自家用林，特用林の判定盗料の整備、

造林，間伐希望林分の申告処理。

地上写真撮影の材料，標準地調査盗材の整備。

判読盗料カード並びに糖密榊目調査カードの作成｡，

判読写真中心高，飛行高旗，係数の算出。

6）要領

（イ）造林，間伐希望林分の申告。

（官）航空写真判読資料の作成。

（ハ）申告*鋳並びに写真上不明林分の現地踏査。

（二）精密林相判読。

空中写真を立体視しつつ全林域につき写真上で細部休

況調査を行ない施業図調査カードを作成する。

精密判読の場合主とする因子の判続階層は次のとおり
とした。

令 級

航空写真は森赫計画に

如何I二活用さ駆るか
（第1報）

要

細川恭夫
(31. 5. 10受理）

I垂当一さ学一四一■ ら． 守弔寸．づや■ー畠写L＝＝今一一ー三・＝一画全一凸ロ閉一 B， 勾一吟■ 一室1局甥色

まえがき

現行森称区施業計画樹立要領は多くのむじゆんを見ら

れ，しかも経費の効率的使用上練野行政の科学化の線碍

沿わず，林業政策の根幹として組立てられる森林計画樹

立要領は大きく反省の要を認められ乍ら，その改革の面

が多様であり一朝一夕に解決される筋合のものでない。

従来の民有林施業案編成当時より調査方法に常に批判

的な態度をもって取り組んで来た私ども実務者として，

ここに法叉は規程の改正をまたず森林調査と計画樹立方

法を如何に改めることが最も銭術的に納得し得るか，し

かも合理的解決策かを見極めんとして航空写真利用によ

る実行を意図し上司の了解を求め称野庁の指導を得て，

昭和30年度において従来法による施業計画樹立本務の

傍ら，試行に移った次第である。

その結果若干の問題点を残したものの新しい試承とし

てば先ず好蓑しい成果を求められたものと思われるので

その概要を報告し，先輩諸賢の批判と指導を仰ぐことと

したい。

．なお第1穀としたことは問題点を昭和31年度におい

て更に探究し試案の最後的結論を求め改めて報告するこ

ととしたためである。

（この議行は私個人の実施に依るものでなく称務部長

以下部の1つの研究課題として実施されたものであり，

私は取りまとめ主査にあったにすぎないことを前もって
ことわっておきたい)。

1計画の概要

1）地域新見市上市町地区1,500町歩

蓄

《
琴

ム

白

|壮老|老区分無 植 勅｜壮
０
０
一

癖
詠

用
雑
一

一
一

－

高級樹

記号’ ！'。 Im' | h｡ | h｡ | h
区分'2間下'2~S間5~i･間|'o~喝間| 1s間上

樹冠直径級

記号’ 。。｜・‘｜・・ ・・
区分‘間下|‘'~2間2~3間'3~4間
一

’ C4

4間_上

積級
、

号 | v, I m l v｡ l v｡ | v# | v｡
林 』00石下 】00~200石200~皇O0石400~600石600~800;BbO.~1,00α石
林 lOO石下 ’00~20． 20.~300 1300~‘･･ 壜OO~500 15Oo~1,000

記 V筋

｜
用
薪

材
炭

上
上

石
石

皿
咽

１
１

筆者・岡山県技師
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ｰ

細川：読空写其橇森林計画に如何に活用されるか（第1報）

疎密度

過密，密，中，疎，散

(ホノ施業図の作成面積の算出

(へ）無作為抽出標本調査の実施

主目的毎町材積見込率傾向を見極めてその補
正を行う。

副目的①判競総材積に対する推定総蓄穣信

頼巾を見極める。

②同一林分の従来方法による目測総

蓄積に対する推定総蓄蔵信頼巾を見極め

る｡

（1､）毎町判読凋稜の補正

(チ）総括表の作成

(リ）施業計画の樹立

(ヌ）従来法による同一資料との精凌，功種の比

較

7）問題点及び結論

2試案実行の概要

」。 ．＝ﾛ ■oq －■

一
助
ス
ヒ
ア
ヵ
ク

ス

～全雪｣ 21 3 4 1 5 6 1 7 1 8 9 1 '01"|f 計
“
“
記
２
３
３
２
８
１
０
６
３
９
３
４
９
６

１
４

１
８
１

一
○
１
２
１

６
３
１
２

０
８
１
１

１

３
３
２
２

１
１

５
８
３
６

４
４
５
２

１６
３
２
３
３

ギ

ヒ ノ キ

アカマツ

カラマツ

ク ヌ ギ

その他広葉樹

盃 宗

真 竹

禿赫地

崩壊地

治山施設

岩石地

採草地

未立木地

駿 野

入工林伐跡

天然林伐跡

５
６
１

８
《
型
２
１
－
２
８

７
３
３

４
２
３
１
３
寺

３
６

２
４
．

雪
《

側現地調査並びに地上写真撮影

林分毎標準地謝査（樹冠巾を含む）その他判読上必要

なすべての調査を行い，地上立体写糞，パノラマ撮

影,撮影地点の空中写英上へ描画及び撮影図の作成を

行なった。

(3)判読炎料力戸ドの作成

穂野庁の示すカード橡式により245林分の写真凋額表

（“写爽参照）を作成した。

(4)調査数値の吟味並びに収穫表の作成

期間の余裕がなく完全にまと霞らな､､ため報告をさ

く。

2毛施業計画の樹立

(1)手順

(イ）造林，間伐希望者の申告

(戸ノ現地踏査

(ハ）写真上精密称相判読の実施及び溌査カードの作

成

(ニノ施業図の作成，確定面積の算定

(ホ）無作為抽出標本總査の実施

rへ）判読精度の吟味と判読傾向のはあく及び判読数

値個なの補正

(卜）称相毎総材積の算出

(チ）森剃種類別，樹種別，令層別現況表の作成

(リ）推定蓄識信頼巾の算出，吟味

(ヌ）樹種別，令級別の更正並びに令級別現況表の完

成

(ルノ計画の樹立

1に示す計画に基き実行した結果の概要を以下記述す

る。

2－1航空写真撮影と判読用航空写真の複製

（1）撮影

B埜本計画区内施業計画樹立のため50,500町歩を撮

影されたのでこの地区も含まれておりこの写燕を利用

した。

（2）撮影内容

会社アジア航測株式会辻

飛行機ビーバーDHC3型

カメラスイスウイルド社製RC5af20.9cm

時期5月20日天候晴天

高度5,600m縮尺約1/25,000

（3）判読用航空写其の作成

引伸し縮尺約1/10,000を4部作成

脚航空写真，中心高，飛行高度，係数の算出

航空写真飛行高慶としてメー女一に現われる数字はそ

の写真の現地よりの高さを示すものでなく，改めて現地

よりの高度，写真中心高を各盈の写真につき算出し，写

真判読，樹高，極冠巾の測定の資料とする必要がある

が，この地域の航空写真ほ4コース11枚に及び到底全

部の算出は時間的に許されないのでその中心地域C9,

No.8,No.9の2枚につき算出し，この地域につき精

密に視差を測定桿により目の訓練をかねて写真上実測を

なし，他の地域はすべて写真上目測とすることとした．

2－2航空写真判読菱料（写真材稜表）の作成

（1）判読資料として採った赫分数

次表のとおり245林分を採り資料とした｡

d告

鐘
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細川：航空写真は森林計画に如何に活用されるか（第1報）

(ヲ）従来方法しこよる同一地域貸料の作成

(2)実施の概要

(イ）申告書処理

全森林所有者に提出を求めたところ，希望者全員より

提出をふた。

(戸）現地踏査

申告林分及び写真上判読不明林分並びに森林種類区画

線を現地確認し，写爽上に区画すると共に，所要事項

を調査カードに記入した。

(ハ）．航空写真林相精密判読

現地踏査以外の抹分につき森林種演毎，林相毎に計画

で示した区分により判読し，その数値を調査カードに

記入した。

<二）施業図の作成，面積の確定

写真区画を立体視しつつ地ぽう図に移写して施業図を

作成の上，林班面穣の確定に続き，小班面積を更企の
上確定した。

(ホ）無作為抽出漂本調査の実施

（ホ)丑母集団,用材林,薪炭林の2母集団とした

（ホ)－2除外赫分

昭和28年産森林調査要綱による外現地調査による実

測及び目測した詠分を除外した。

（ホ)－3抽出数の決定

信頼度95％において相関係数0．9以上， 愛異係数

1.5としL/Vz'を20%におさめるには少くとも49

萱必要とし，52標本を抽出した。

（木）－4抽掛方法

無作為等間隔抽出法

〔ホ)－5調査方法

昭和28年度森林調査要編によるが，平均木樹冠巾を

も実測した。

（ホ)－6抽出したものの採否

撮影後伐採したものがあり，52林分中， 用材林1．

薪炭林8を棄却した。

（未)－7吟味計猟回帰抽定法による

fへ）判読精度の吟味と判読傾向のはあく及び判読数

値個共の補正

（ﾍﾉｰﾕ用材林

a) 吟味

抽出称分個盈につき実測値と判読値の関係を承れば

Tab.4|～10のとおりである。

Tab､4. 林分平均樹高級の比較（林分数）

h｡ l h, h" |計階層区分 ho h,

実測値

‘閥l読値

９
８

３
３

1

2

１
１

５
５

0

0

11

16

０
０

Tab. 5. 撚分平均樹冠級の比較（林分数）

階層区分｜ ･’ 6‘ ’ ｡‘ ’ ｡｡ ’ ｡‘ ｜計
値
値

実
判

測
読

9

1

１
１

５
５

0

1

《
グ
ー

'1Eb. 6.林令層別の比較（獄分数）
一一

柿 壮|老壮老｜計
7 33 7 51

11 25 1 4 51

階層区分

実測値

判読値

劫
－
４
．
皿

０
０

矼迩b､7． 樹種別の比較（林分数）
－－

樹 種

一

ス ギ|ヒノ等アカ言ツ 計
実

判

測
読

25

25

３
４

１
１

８
２

１
１

１
１

《
。
』
。

Tab.8. 毎町拭積階屑の比較（林分数）
、

階層区分|v｡lv､ v｡vm |v! v"v, 計

’ ｜
’

実測値

判読値

地上目漁蠣

Ｏ
〆
Ｑ
子
フ
］Ｉ

２
２
０

２
４
６

５
６
８

７
９
５

２
６
４

１ 錘
塁
哩

６
６
７

一

Tab､9. 林分疎密度の比較（林分数）

階層区分 疎 中 密 計‘

０
７

１

１実
判

測
読

値
値

（
。
》
ノ

ー ８
７

２
３

副
副
一

Tab.10． 変異係数の比較

〔称分総材積の変異係数〕

総材穣200石下全林51

実 測

個に対し

|判 読
236

士92

士325

137.7%

総材積200石以上

実測 判読
(20旅分) (2o")

圭菫｜圭這
55.2％ 68.9％

地上目測値

（42擁分）

245

土77

士235

96.0％

項 目
＝ 測
雷'紛ノ

75

士17

士47

62.6％

判 読
f81稀分）

50

fl2

士34

68％

平 均 値

95％確率の信頼限界

標準偏差

変異係数

牙11

士65

土垂8

107.8%
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細川：航空写真は森林計画に如何に活用され為か（第1報）
－

〔抹分毎町材積の変異係数〕

地上目測値

（錘林分）

630

jg157

士496

1 ア88％

毎町9釦石以上全林51個に対し 毎町950石下
項 目

~実一剛
（17林分）

1,388
士271

±548

39.5％

判 読
(8赫分）

1，505

士878

士452

30.0％

一
理
却
郵
》

蝋判
仏 ’

実測
(34l")

525

士82

士286

45％

実 測 判 読

平 均 値

95％確率の信頼限界

標準偏差

変異係数 ％

ｎ
ｏ
３
７
篝
４

１
４
０
．

８
１
５
２

坐
｛
Ｉ
エ
兵
〕 ％

９
０
（
。
２

６
３
６
．

６
１
４
９

士
士
６

ｌ
Ｉ ’ ’

Fig. 1. 毎町材積分布以上51林分の判號傾向は表により了解されることと

思料するが，地上目測値に対し精度の悪いことも考えら

れない。

b)吟味(2)毎町材穣について

51隷分個なの実測値に対し判謝直の謬瑳を承ると

50％以上の誤差をもつもの 15旅分

30％以上 〃 8 〃

30％以下 〃 28 〃

50％以上の誤差をもつ15制扮について歌れぱ

判読値過大なもの5，判読値過小なもの10とな

っている｡

①過大視の原因はクローネ巾が大きく本数を多く承

た。附近の林相が幼令のため極端に大きく見込んだ。撮

影後間伐をしたもの。

②過小視の原因ば新たな試承で危倶の念をもつ作業

となり小さく見すぎた。色調うすぐ，附近の林況特に大

きく生長しているため。

c)吟味(3)

51林分の実測値と判読値の毎町材積の相関を求め，

判続値の傾向をばあくし補正数値を算出せんとして次の

計算を行なった。

◎相関係数(P) 0.42128
極わめて相関関係が悪い結果を得たので実測値対判読

値は直綴傾向でなく，曲線傾向にあるのではないかと思
料し，河田窓氏署「林内簡易統計」に示すn<71曾一'3）

＜11.37により曲線か蔵泉かを感弦わめんとした｡

◎相関比（'｝） 0.97517
．曲線か直諒かの決定

51(0.97517型-0.421289)＝38.89515＞11.37

したがって曲線回帰であるとして進めた鋤

◎回婦曲港の算出吟味

V=aX"式により次式を得た。

logV=1.6100+0.643901ogX
真数において曲線となるとも対数においては直諜とな

る必要があり，これを吟味したところ直溌となって，曲

線式の正しさを立証し緯た。その結果(Fig.1)のとお

りであり，51ホ紛中34＄櫛､を過少判読している。

d)毎町刺殺の補正

上記回帰曲線式により調査カード（林相区画毎）の毎

2500

ノ

ノ

ノ

郡00

錘

I知

／

／

1000

”

／

〆

泌

500石 IOm l500 2"0 5000

蕊’
b

町ﾎ洲費を補正した。

（へ)－2薪炭林

a)吟味1

用材林と同様に比較すればTab.11～14のとおりで
ある。

Tab.11．称分平均樹高級の比較（林分数）

II6 1 h! ' h｡ | h｡ h' 計
1

べ 階層区分

’
０
０

“
“実測値

判読値

33

28

２
６１

0

1

９
４ ’

Tab. 12林冷擢捌の比較（林分数）

|植 幼｜壮 計
“
経
“

老
４
７
１

議
鴫
ｍ
ｕ

階層区分

実測値

判読値

地上目測値

18

19

21

１
０
４

Tab.13.毎町材積階屈の比較（ｵ蒲数）

mV:|v｡|v,|v､ v' |v" '|階層区分

実測値

判読値

地上目測値

131 17
12 11

11 24

１
４
．
０

０
０
０

虫
篭
４
．
４

４
４
４

５
６
２

１
５
０

7

6

→

’
’
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Tab. 14．変異係数の比較

〔総分総濁穣の変異係数〕

全林44個に対し 総材穣IOO石下 総材積100石以上 地上目測値

（40林分）

項 目

実測｜判 読 雷 剛｜＃(2
実測｜判’誠 読

知跡ｲ分） 1術紛1 (16刺おう (23林

347

gh135

255

73.5％

驚飴確鑑億蝿驚｜
標準偏差

変異係数

152

士65

215

141,4%

37

士15

32

86.5％

245

f111

365

149.0%

如

士11

29

70.0％

434

*182

423

87.5％

140

zt50

153

i09.3%’ ’
〔林分毎町材殻の変異係数〕

－－判 旦 司 司

全林坐に対し

綱
％

下石
１
－
９
２
４
．

釦
判
α
←

１

１
↓

蝿
測
鋤
５
２
３
３％

。
シ
２
５
・

毎
棄
《
唖
５

士
５

毎町材積180石以上苛以上 地上目測値
項 目

実測
く19林分）

280

士46

96

34.3％

判 読
(23純分）

実測

175

士36

119

68.0％

(40林分）判 読’
1

1
△－

平 均 値

95％確率の信頼限界

標準偏差

変異係数

252

士58

192

76.2％

393

士70

163

41.5％ ％

２
４
４
今
７

６
２
７
つ

１
士
銅

I

以上綴俵によりわかるように謂読林については一般に

過大視の判読傾向がうかがわれる。

用材制薪炭林とも毎町材穣を補正す為ことの妥当性も
見受けられたようである。

b)吟味2

実測値個盈に対する判読値の誤差を見れば“林分中
誤差50％以上のもの22林分, 30％以上のもの8林

分，30％以下のもの14林分となっており50％以上の

誤差の内過大判読のもの20林分，過少判読のもの2林
分となっている。

c)吟味3

．相関係数(P) 0.71236
◎相関比（"） 0.96026

．曲線か直線かの決鐙用材称同様に言際したとこ

Fig. 2. 毎町材積分布図

ろ"(0.960269-0.712362)=18.24>11.37で曲線と見

た。

◎回帰曲鍼の決定

V=aXり式を採用し次式を求めた。

logV=0.35921+0.776631ogX

（対数においては直線を得た）分布図は(Fig.2)の

とおりである。

一殻に過大判読（45．線より下方に31林分を見る）

しているがかなりの相関関係を認められ散らばりの少い

点ﾘｵ好ましい結果を見られた。

d)毎町凋猿の補正

硝材林の場合と同様に補正した。

（ﾄ）称期毎総材溌の算出

補正毎町材積に確定面積を乗じて林相区画総材積を算
出した。

〔チ）森林の種類別，樹種別令階層（植，幼，壮等に

分けた階層を名付く）別現況表の作成

作成上2区分とした。

◎現地実測，目測林分及び標本調査対象除外林分に

つき森称の種類別，樹種別，令級別面稜,材稜現
況表

◎写其判読補正実施林分につき森林の種類別，樹種

別，令階層別面談，材穣現況表

（リ）推定蓄積,信頼巾の算出,判読蓄穣信頼度の吟味

毎町.凋職補正のための標本調査用材林51，薪炭林44

をそのまま昭和29年度森林調査要綱に基き判読総凋穣

に対する推定総蓄積，信頼巾を求めることに利用した結

果次のとおりである。
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細川：航空写爽は森林計画に如何に活用されるか鐸1報）

来法により調査した一筆調査野帳によって次の方法で樹

種別，令級別組成状況を理論的にはあくし，これに令階

層別現況表を導入することの妥当性を見出すことによっ

て進めた。

但し自家用林,特用林は令階層で止めた。

（この操作は更に検討を要するが，前案一筆調査野帳

を活用することIごより将来とも可能である。

a)丑従来法挺よる’筆調査結果の試案地域内区

画数

制限林99

普通林用材林813，薪炭林1680
a)-2令級配置幟あくのための標本抽出数の決定

対照区の変異係数のばあく味森林種類，用薪別に予備

調査として各"50筆を抽出し，不偏推定値を求め決め

た。

すなわち各階層別不偏分散，変異係数を求めたところ

Tab.15のとおりとなった。

Tab.15. 不偏分散，変異係数

（この操作は多くの疑問点をもっているが，参考にな

るものと考えて実施した｡）

（リ)－1用樹林（曲線式V=aX〃による）

総林分数虹3 抽出凋扮数51

変異係数実測1.07843,判読1.37385

相関係数0.7虹68相|測比0.99998

判読総蓄積118,403石

推定檸積108,ﾕ81石

信頼巾(L) 17,693石 L/V2. 16.35%
したがって判読総材積ば何等修正を加えなくとも推定

藤蕊蕊賢に対して祷演巾の間にあり満足し得る。

なお（へ)－1のdにおいて補正したものの総蓄積

125,074石と推定蓄穣の関係を見るに2万石の開きがあ

るが，これは判読麺少傾向がありこれを補正して個食の

数値を大きくしたためである。

したがって本項で朧判読無修正鰐制責の識藍を見るに

ゞとどめ，計画樹立にあたっては補正した謁費によるもの

とした。

（ﾘﾉｰ2薪炭林（直溌式V=aX+b)

． 総林分数682 抽出林分数“

変異係数実測ユ.41447判読1.48980

相関係数0.89606 相関比099983

判読鐸積216,216石

推定総蓄積(V") 129839石

L/V2,-15.12% 信頼巾(L) 19,630石

判読瀧蕊割漬と推定蓄積の差ば約8万石強，後昔は訴誉
の6割に過ぎないがこれは過大判読の結果に帰着してい

るものであり，相関関係の高いところからして推定蓄積

ば妥当なものと考えられる。

叉判読毎町材積を補正した結果の補正総蓄積は

141,958石で推定総蓄積との差1万石程度でありほぼ近

似する。したがって計画樹立に使用する数値は補正した

ものによる。

（ヌ）樹種別，令敷別更正並びに令級別現況表の完成

a)樹種別，令級別面積，材績組成状況のはあく

判読補正数値では令階層別の現況表までしか作成でき

ず，利用伐期令級，適正伐鰯令級区分による現況のはあ

くは更に令級別現況表に更正しないと不可龍である。

これがため今回採った措置ば昭和30年8月までに従
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1，624．36
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標本抽出式署三f令≦(cV)3 により
変異係数(C)1.2とし，各階層よりの抽出確率を等

しいようC､V.を5%として標本数を算出したところ，

制限林悉皆調査

普通林（用材）302（抽出比2.6）（薪炭）378（抽出
比4.4）

a)-3抽出方法無作為等間隔抽出法

a)-4従来法による1筆調査結果から令級分配表

の作成（普通林について）

令級別面識，材積分配状況を標本筆の配列状態より観
知することとした。

その状況Tab.16～18のとおりである。

』
《

Tab. 16. 用材林令級別面積，材積分配百分率
L▲q ▲■－
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Tab.17. 用材林樹種別令級毎面額’材積百分率

一
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Tab. 18.薪炭林令級別面積，材穫分配百分率
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更にこれを悉皆調査集計並びiこ写真判読令層別と比較すればTab. 19,20のとおりであった。

Tab.19 用材.林令層別比較（百分率）
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．以上2表に示すごとく各埼において大差を見ず，抽出 めるため，令階屑別度数分布の検討をx聖検定によつ
数値の令級配置により判號分令鱈層区分の細分導スをす たQ

ることの適確性を見極めたが更に理論的に適合度を蒐極 その結果はTXlb.21, 22, 23, 24の．とおりである。
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細川：航空写真は森林計画に如何に活用されるか（第1報）
－

Tab. 22. 用材林検定結果表（材積）

有意水準囑轤
5％ ｜採択
〃 棄却
〃 〃

備 考度由
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３
３

自l x" |分
一一一一

抽出分 O.4620
判読分 10. 1199
判読分 8.9178

区

Pr>50%

5%>Pr>1%
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悉皆調査分

抽 出 分

Tab. 23. 薪炭称検定緒果表（面識）
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特用林憾令階層で止めた）し当地区樹種別収穫表に示す

生長率を上記令級別材積に乗じて生長量を求め完成を見

た。

（薪炭林の樹種は雑木として喉扱ったものである〉

なお生長量についてもxg－検定により検定を行った，

すなわち,期待度数(従来法による生長量の森林の種類
別令階層別百分率）に対する抽磁度数（前述により求め
た生長量の令階層別百分率）の適合度を承たのであるが
満足する数値とならず参考に止めたもので略する。

ここに従来法と判読法の生長量百分率を比較すれば

Tab.26． 用材林生長量菅分率の比較

すなわちXg換走繩期待度数（悉雪調査分及び抽出分）

に対し，実測度数（抽出分及び判読分）の適合性を見た

ものであって，満足するものと否とを見られたが，結果

は生長量のはあくに中心課題があるので，あえて不合理

をかえり承ず次に進めることとし抽出分令級分配に導入

した。

な講皆悉諦萱による制限林の比較を染ればTab.25の

とおりであった。

Tab. 25. 制限林令層別面積，制糠百分率

R

■
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2．5
したがって制限林は悉皆調査令級配髄にそのまま導ス

することとした。

b)写爽判読補正による森林の種類別，樹種別令階

層別現況表の令級別現況表の更正

x当一検定は満足しかねる令階層配置の状況であったが

判読補正数値は現段階では修正せず，令階層区分数値を

直ちに迄b.16, 17, 18に導入して令級別現況表とし

た｡

c)現況表Q完成

b)において導ス作成したものに（チ）において作成

している令級迄求めた現況表（母集団除外荊鈴）を加え

て森林の種類別樹種別令級別現況表を作成（自家用林，

普

Tab.27.薪炭林生長量百分率の比較
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ここで附説を要することは，施業計画樹立に必要であ

る適正伐期令級による区分については，従来法の目測に

－27－



細川：航空写真は森林計画に如何に活用されるか（第1報）

おいても誤差を見られるものであり，この穏度の適合度 を求めた。

なれば極わめて好重しい結果と想定される
3從来法との比較吟味

（ル）計画樹立
以上述べたところにより航空写真利用の施業計画樹立

以上により人工造林の最少限面積,伐採立木材積の許 試案を完了したので，これが内容と同一地域の従来法に容限度造称，間伐指定称分を定めた。

勿論同時に制限林施業要件擁道予定線の計画も可能で よる調査結果を比較し，その精度と功程を明らかにせん
あるがこの際は略した。 とした。

〈オ）従来法による同一地域内資料の作成 3－’精度

航空写真利用施業計画樹立の数値と対比するため，同 A)森赫の種類別樹種別現況

一地域内，筆調査による施業計画樹立数値の必要な資料 Tab.28～31に示すとおりである。
Tab 28. 用凋林森林の種類別織郵ﾘ面積，材穣生長量の比較
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Tab.29. 用材林令級別職成の比較 『
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材積
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判

級
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法
法
法
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来
読

2．5420．18

ｳ 3．9424．49

３
５
０
８

３
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８
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Tab.30.薪炭林森林の種類別樹種別面積，材積生長量の比較

森林
樹種

種類

｜生f積 （町） 材 積（石）

,判読法従奉法l判読法｜従来
75.59 9,843 1 1 1,657 420

75.59 9,843 1 11,657 420

1,039.09 1 105,485 1 142,363 1 7,316
8.92 1 845 1 206 1 - 90

1,034.01 1 106,331 1 142,569 7,406

塵天

｜判

|’

従来

面

来法

68．34

68．34

量
一
脚

(石）

説法

380

880

|従 法

制
限
林
普
通
林

ザ ッ

クヌギ
小 計

ザ ッ
ク ヌギ
小計

’949．68 1，030．09
9. 10 8.92

958．73 1，034．01

6，976
19

6，”5

自
－

’
29･95 24.98 1 4,072 1 5,610

29" "98 1 4,0r2 | 5,6iO l
とはクヌギ人工植栽一斉林以外の各樹種混交の落葉広葉樹林を意味する。

ザ ッ

クヌギ
小 計．

家
用
林
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一
一
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細川：航空写真は森林計画に如何に活用されるか（第1報）

林令級別構成の比較Tab.31. 薪炭

' 4 1 s ’ 6 1 '
133．051140.38158.571 8

|161.571127.47146.111 12
25,668138,675114,511 2,1
回5－008130．562．12．3622.

'

2,8

h-9 1 :ol !! | ｣2
8．81 19．19 0．04 1．忽 －4．67

2．251129.83 0.7713．981 -33.09

区分

面積

（町）

材糠

（石）

生長愛

（石）

' 2
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４
６

０
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４
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７
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48153
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１

42'133.05

02161.57
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231 6,08'|
2,75139,3881
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27

-1,215

－15，962

－」 1

42

”21,60925,66838,675

12,980113,405!25,008130,5621

2，171 2，228 1，643 1，391

2,636 1,8821 1,6001 1,268

１
１

２
３

一

3291
277

一
一

E)石実測値に対する目測値，判読値の比較（毎町

材積）

抽出林分個盈につき実測値に対する目測，及び判読値

の比較をしたがその個々の状況は略し総括した精度を示

せば次のとおりである。
Tab、34.

B)無立木地の比較（用材林）

従来法によるもの18.98町に対し，判読法24.42町と

なっており若干判読時に採草地，雑木伐跡地を誤判した

ものと承られる。

したがってこれ等については現地健鐘を行わなくては

なるまい。

c)伐採立木制積の許容限度の比較

従来法が判読法に対し0.78～1.10の許容限度を示し

ているが，先ずこの範囲なら満足し得たと言えよう。

(Tab､32参臆）

Tab、32.

－

用
区分

薪

用 目測法
材
林 判読法

薪 目測法

儀判読法

目測法

判読法

数

一
焔
Ⅳ
腱
皿

鰄

｜
犯
釦
印
釦

％林分数

’ 13
1 12

画

％
一
釦
調
晦
塑

％
印
如
妬
調 ’’判(管)法’

1諺::石’

区分'森林の種類|従(番)法

管適“‘鰯｜
制限林

用材林

制限林 8,019
薪炭林

普通林 17,850
薪炭林

匂

(B)/(Aj
－一

0．9889

1.0121

1 . 1017

0．7866

F)区画数の比較

従来法によるもの 3,063区画

判読法によるもの 2,111区画

3－2功 程

試寒嘉行剛域につぎ,従来法による場合とこの試案の
実行結果による場合との功程を細部に亘って記録し，こ

れを1万町歩に換算比較した。

その細部区分比較はN燭-るが，概ね経識において従来

法の3分の2をもって試案の実行が可能である。

（但し撮影蕊を含めば従来法と同様経我で可能である

とともにその航空写真は他に大きく活用される有利性が

見られる）

4問題点及び課題

以上の実行結果により鞠則されることは，統空写真利

用による森林区施業計画樹立作業ば充分可能であり，精

度において何等従来法におとるとも考えられず，経費の

面でも問題を見ず，本試案実行は擬ね成功したものと思

料される。

しかし, 1,500町歩のﾉI彌績につき詞瓶したに過ぎず

技術上多くの問題を見られ，さらに5,00011IJ.歩以上の大

面積を抽出して徹底した試験研究を行ってみなくてはな

るまい。

。

６
０

２
４

３
０

１
９

ｎ
ｏ
４
今Ｉ

D)従来法目測蓄績と航空写爽判読蓄積の信頼性の

比較（直線式V=aY+bによる）

試案の標本調査抽出林分を便宜上従来法目測値の標本

調査抽出分として使用して計算したところ次のとおりで

ある。（即ち判読林相区分に，従来法による目測筆別区

画を修正して施業団，野帳より目澗順を求めて使用し

た） §
この点問題を孕むが比較の程度ば差支えないと悪て進

めた。

Tab.33.

＝

薪炭林

目測法｜判寵震

用 材林分

Ｎ
ｎ
Ｘ
Ｐ
ｗ
Ｌ
恥
ぴ
加

区

漁驚
0.754“ 0.74168
99,589石98,180石
19,“2石 17,693石

0.19753 0. 18021
235石 325石

0.96041 1 1.37385

682 682
44 」 44

116,174石216,216石
0.96595 0.89606
131,426石129,839石
9,041石 10,296石

0.06879 0.07980
153石 363石

1.09286 1.48980
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細川：航空写真は森林計画に如何に活用されるか（第4報）

を行なわなくてはならない。

5）林*鰯密判読と併せて，不確定な称分の現地踏査

を行う必要がある。

6）判號凋稜の補正操作を毎町材溌による総材積によ

るか吟味を要する。

7）判読林令は令階層区分まで可能であって，令級別

区分朧不可能であるが,令階層より令級区分に更正

する操作を更に検討しなくてばなならい。

8）推定式を直線回帰と曲線回帰いずれによるか，吟

味を要する。

9）信頼性の見極めを従来法と本試案実行について別

途際本調査して比較しなくてはならない。

10）技術的訓練と撮影経我の確保が問題となる。

（以上）

これがため昭和31年度において引続き問題点を中心

に実施し最總猫結論を求めんとしている。

最後に現在私どものところで問題点として考えられる

点を列記して第1報を終ることとしたい。

1）航空写真判読技術は，4季毎撮影のものiこよる各

灸の判読按術の修得が必要である。

2）写真上判読因子が林緑樹高，疎密度となるので，

写真判銃用収穫表として特定なものを作らなくては
ならない‘

3）樹冠巾を判読因子とすることについてば多くの問

窪を見られるので，更に多くの資料により吟味を要
する。

4）判読結果として一般的傾向が，用材林，薪炭林に

：おいて大きな喰違いを見られたので判読傾向の補正

・一二三--～‐‐ニ ーーーー一一･一言－－－＝＝＝≦一一一-二｡◇

L

この目次からでもわかるが，著者ばはしがきにおいて，

論文の色彩がこく教科書むきでない青休学原諭はそのま

まとしておいて，本書は青林学の最縄汲として刊行した

ものであると述べている。

全体を通じて特徴のあることは，さきに述べたとおり

わが国に適用すべき樹種と環境を基盤とする造林学で文

献の出所がきわめ詳細に紹介されてあることと，多くの

事例が実地の写真をそえて解説されていることである。

各章を象わたすと工総論では造林学の基礎的用語が

種々の角度から定義せられ，また造林学の主要文献が紹

介されていろ。江森林地鯉，Ⅲ[樹木およびⅣ環境で

は既往文献のすべてを，著者の見解のもとに造称学とい

う立場から余すところな論じている。v造林計画の体

系ぱいかなる施業法をとるか，いかなる造林法をとるか

が，今日一層その重要性を加えてきているので考え方を

童とめる上にきわあて重要である。その中で著者が名付

けたと思われる誘導（間接）造林という新しい用語は，

実際に造林事業にたずさわるものにとって，きわめてわ

かり易く適切な響きをもつアリガタイ用語である。Ⅵ

タネおよび苗木では造林の材料であるタネと苗木を，林

木育種を基盤として述べたもので，育苗にたずさわるも
のと，林木育種を論ずるもの朧，ぜひ一読しなければな

らない。Ⅷ造林とⅧ保育は徹底的な解析のもとに著者

の所見を明らかにしている。 】x更新ほ，類別のない著

者の力作業法に，多くのわが国の事例を加え批判したも

のである。 x各論は各樹種毎に具体的な所見が述べら

れ実行家にはきわめて便利有役であろう。 、造林試験
は，そのネライがハズれなよう要点を述べたもので造林

試裟にたずさわるものはぜひ一読しなければならぬ。

わが国の造林学をしようとする人は，ぜひ座右にそな

えられたい。

（坂口勝美）

‐

ざ

新 刊 ｜紹 ’介
I ； ,

中村賢太郎著

育 林 学

A5版･342pp， 金原出版株式会社

東京・昭和31年．500円

育林学原論ば中村喪太郎博士の名著として，現在でも

広く読まれている。その理由朧，その著欝が書名にも示

されてあるように原論であって，その初版は昭和10年

再版（改訂版）は昭和12年wこ出版され，すでに約20年

をへているiこかかわらず多くの卓見が述べられている力く

らである。例えば二最近いちじるしく世論をわきたたせ

ているタネの産地や育種の諸問題がすでに強くとりあげ

られて論り， 章たBoysenJensenやBakerらの造赫

学の基鍛勺な考え方を数多く紹介していることである。

しかし，その後著者は，全国の国有林と民有林とをく

まなく視察して，造林技術上の諸問題に対し広汎な視野

にたって多くの角度から例証をつか承，これを多くの著

書と，視察記，所見，見聞録等として発表報告せられ，

同時にt醗侭な諸問題の解決のために多くの疑問点と解決

策をなげかけられていることは衆知のと鮠りである。こ

れら著者の文献ほ到底その全部を集めることは困離で，

これらを線合体系づけた一巻が座右迄あれば，わが国の

造林学に対する箸者の所見をつかむのに便利であろうと

思われた。このときいままでの著者の発表を集大成して

公刊されたのが，今回新たに出版された青林学であると
いえよう。

本書の内容臆, r総説，江森方績鰹，Ⅲ林木， Ⅳ

蕊寛, V造林計画，Ⅵ女ネおよび苗木，Ⅶ造林， Ⅷ

保育，Ⅸ更新,X各論, Xl進鋼擁淡となっている。

才

q

《
１
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中は，政治ば経済の進行を邪魔ばかりするから，むしろ

黙って何にもしないでいてくれた方がいい，ということ

を云っており寮す。財界の方も，今日本で一番悪いの嫁

政治だと云っているようですが，外国人から見ても立派

な軍艦を造った国民でありながら，どうも政治の方はう

まくないと云っております。といっても,アメリカ,イギ

リスなどは非常に政治がうまくいっているかと云うと，

特にイギリスば非常にその理想的に運営されているよう

に伝わっておりますが，しかしよく実惰を聞いて見ると

そう理想的にはいっていない。選挙でも実際は金がかか

っている面もあるようであります。しかし何といっても

かれらが今日の状態に作り上げてくるにはいろいろ苦心

もし，努力もしているのであり蓑すから，日本人が急に

うまくいかないからと云っても，一途に悲観する必要も

ないと思います｡実際に政治上の権力を日本人の手に取

戻して，日本人自身の手でやるということになったのは．

サンフランシスコ条約以後であり菫したし，それから政

党も戦争中10年ばかりのブランクもあったし，実際政

党が権力をもってやりはじめたのば数年前のことであり

雷すから，これまたそううまくいかないのも止むを得な

いと言えます。

保守党の主導権争い

そこでごく簡単に戦後の政治のやり方の過程をたどっ

て象ますと，日本では今の制度が各国の憲法の一番いい

点をあつめた制度であっても，今申しましたようにうま

くいかないのも当然でありまして，それに日本には追放

という特殊な問題が重っているのであります。追放を広

範にわたって，しかも向うがやったので，日本人自身が

納得していない。ばかげた戦争をやった責任のある人

と，どう見てもあまり費任がなかったような人とこめて

追放をやってしまった。それから追放の方も，解除の方

も一斉にやった，何んのための追放かわからん，日本人

自身が追放された入に同情する人も多かった。そういう

事情でウヤムヤのうちに戦後数年間を過して追放された

人が政界に戻ってきたのであります。すると自分たちが

かつて占めていた地位は後輩に占あられているというわ、

けで，再びその地位につくためには後輩を追っぱらわな

ければならないとい･う，状態がおこったのであります。

これば民間の会社でもあるわけですが，追放者と追放さ

れなかった人たち，それは言い方をかえますと，戦後派

の政治家と，戦前派の政治家との間に勢力争いがおこっ

たわけであり室す。

保守政治勢力内の勢力争いには今の追放以外の事情力§

最近の政情

☆

読売新聞社論説委員

愛（1 重義

ー

本稿は去る5月30日本会において

講演されたものの速記である

口＝

最近の政治情勢と日ソ交渉の問題を中心にお話しして

みること庭いたします。

今の政界の問題点

今の政界の問題には大きな外交問題があると思います
が，国会が二ｺ犬政党に唯ってから後の，政治の運営がど

うもう寮くいっていないことが，一つの大きな悩象と申

しますか，蹄逼であります。それじゃ前にはよかったか

というと，その前はもつと悪かったのであり萱して，そ

れに比べればまだいくらかは良くなりつつあるのであっ

て，これから多少でも国民が満足するように，政治の状
態がなっていくにほか癒りの時間がかかるし，また国民

自身が余程努力をしなければならない面が多いと思うの

であります。

大体憲法が規定しております制度，これは主としてイ

ギリスの制度をとったのでありまして，占領軍は，ばじ

め大統領制を考えたようでありますが，天皇制を残して
いくためにはイギリスの制度が一番良かろう。日本ばか

って政党内閣をもっていた経験もある事だし，イギリス

流の議員内閣制度一国民が代議士を選挙して，多数を

とったものが内閣を作る，国会が内閣総理大臣を指名し

て内閣は常に国会が責任を負っている。国会の不信任を

うければ解散せざるを得ないという一一をかたどつた政

治制度を採用したわけであります。しかしこういう風な

戦争前の明治憲法の制産と違って，純粋に国民主権とい

いますか，国民が選挙した国会から内閣を作って，それ

が政治をやっていくという徹底した民主主義の政治が，

一体日本でうまくいくかどうかということは，当時も非

§

■

･桑

常に疑問をもたれておりましたし，ロンドンタイムスな『 あります。たとえて申しますと，吉田という人が大体占
どもこの点をむしろ悲観的な見通しのもとに論評をして 領中の大部分の淡任者，権力者だった。しかも人事が好
おりました。果してそれがまあ今日のような状態であつ きな人で大臣をたくさん作った。大臣を1人作れば，2
て，われわれの仲間でも経済などの論評をやっている連 人以上の不満を起す人がある。吉田人事に対する反感も‘

、

－31－



愛川：最 近 の 政 情

相当た富っていたわけです。保守政治勢力内での追放者

と追放されなかった人との対立を一番象徴しているの

が，戦後の勢力を代表している吉田さん，この人を中心

とする池田，，佐藤，それに吉田内閣の閣僚であった人

たち，そうでなく戦前派の勢力を代表しているのが鳩山

さんであって，実際の権力者は三木武吉。嶋山さんは吉

田征伐の切り札としてかつぎ出された傾向が強いわけで

す。大野伴睦という人はむしろ戦前派ではなく戦後派で

あって，どちらかといえば吉田勢力に本来ついているべ

き人なのですが，最近の保守合同の間に戦前派の勢力の

三木氏を中心とする鴻山派の方に乗り換えてしまった。

これでこの二つの勢力の争いに，日本人に政治のフリー

ハンドが返されて，それがたち童ち吉田鳩山の主班争い

という形でもち上ったわけであります。つまり国会の3

分の2の勢力をもっている保守党は独立した日本がどう

いう政策をやっていかなければならないか？政治，経

済あらゆる方面にわたってどういう政治をやっていかな

ければならないか？ という事を，順位をつけて着をと

して政策を実行していかなければならないのに，政治家

の大部分が主導権争いに勢力を使ったのです。そうして

この争いが続き，はじめは戦後派の勢力がなかなか強か

ったが，三木武吉氏がベテランであると共に，だんだん

吉田勢力に対する反感が強くなって来る。汚職事件がお
こって世論も吉田勢力にそつぼを向くという状態で，こ

のチャンスを利用して三木さんが吉田勢力の中から一部

を切りとって，岸さんを中心とする主として役人出身の

政治家ですけれども，この人たち3，40名を自由党から

割り坂って，旧改進党と結び日本民主党というものを作

った。これで国会の保守党のバランスが破れ，吉田派が’

少数になってしまった。

吉田勢力はそれ童での間にも，占領中は過半数はもっ

ていたんですが，戦後日本に政治の自由がもどされてか

ら，保守党が割れて2つになって争い始めて以来という

ものは，政界が動揺して，国会に過半数をもたない内閣

が生れた。それが第五次内閣ですが，本来日本の政治機

構腫国会から内閣をう承出すのですから，こういう制度

のもとで内閣の基盤が国会の少数派だったというのは非

常に変態であり，そのありうべからざる状態が続いたわ

けであります。保守派が何か政策をやろうとしても国会

の支持勢力が半分以下ですから，政治が停滞して何にも

やれない。法律案力諏らないどころか例年の次年度予算

さえ前年庭内に成立しないという事で，暫定予算を続け

ることになったのはご承知の通りであります。日本人は

この2，3年来，年度の半分は予算なしということが続

いたわけです。保守政治勢力の対立が国民に非常にめい

わくをかけまして，ご承知のように国民経済に及ぼす計

画は，とても戦前などに比較にならず，金額だけを考え

ても非常に潅大なものであります。政府の使命が単なる

テープ・ガパメントの時代でなくて，あらゆる国民生活

に関与する近代国家の政府の場合は，予算というものは

非常に大きな比重をもっていますから，政治家が喧嘩を

して予鰍を組夢;息切れないという事は，政府はどうにもな

らないという事になります。そういう状態が最近蓑での

状態であったわけで，何とかこの状態を改めなければな

らないということで，世論も政治に対する批判の声がだ

んだん強まってきたのです。

政治家の中ではどういう現象がおこったかと申します

と，戦前派と戦後派との対立が民主党の誕生によって，

戦後派の吉田さんを中心とする勢力が国会の少数派にな

ってしまったために，タ艫から帰られた吉田さんとして

は総辞職をするよりか他に道がないという状態に追い込

まれた。そういう時に吉田さんはああいう気の強い人で

すから，三木一派の陰謀によってこういう事が行われて

誠に怪しからん，将来に悪例を残すからもう一べん国民

の批判をあおぐために解散をやろう，という事を決心し

たのです。 これに対して緒方さんが強く反対されて，

－それまで半年に2回続けて銭打ち解散，ばかやろう

解散が続いております。一一そういつも解散するこ･と嘘

どうかと思う。これは何んといっても汚職の黄任上やは

り三応吉田内閣が退陣をすべきであるという判断で，吉

田さんの解散主張に反対された。吉田さんも自ら選ん笹
副総理を罷免しなければ解散ができないという事になっ

て，涙をのんで総辞職をした。この時に勢力の交替，蛎

者交替と申しますか，勢力がスれ善つたわけです。戦後

派の政治勢力が退陣して戦前派が登場した。これが第一

次鳩山内閣の誕生です。

保守合同と社会党の統一

鳩山勢力が更に政界に於ける地位を確実なものにした

のは，去年の馨に行なわれた保守合同であります。これ

は先程私の申し鷺した政治の現状に対する国民一段，世

論財界等の非難が非常にたかまって，こういう風に仲

間喧嘩をしていられては困る，何とかしてくれなければ

困る。そこでその対策をどうしたらいいかという事にな

ったんですが，保守党が2つに割れており，社会主義政

党が2つに割れている。そういう場合には，比較的政策

の似ている政党が話し合って連立内閣を作るというのが

通例であり叢す。 フランスなどがやっているやり方で

すが， 日本人は連立内閣が不向きなのです。運営が仲

をむずかしいものであって， ブランス人は伝統がある

のでやれるのでありますが，日本人ば感情が強く派閥意

織が強いので，特に政党力味熟巌場合は成功しないので
す。

《
壁

ざ

』

ー

「

一
I

－－－－32．－－



ー

愛川：最 近 の 政 幡

そこで残された手は合同以外にないということになつ
●

てきたわけです。世論も保守合同をやれという声が強く

なって，われわれも熱心に主張した一人でありますけれ

ども，これが必ずしもうまくいくという確信はないけれ

どもやらんよりはいいから，やれやれと云ってきたわけ

です。財界も云いました。ちょうど社会党の方でも8分

の2の保守勢力を相手としズたたかっていて，右派と左

派と相当性格が違うが3分の1しかない勢力が更に右と

左に分れておってもしょうがないから，この際せめて何

とか固さって3分の1になって保守派とたたかおう。社

会党の諸君も痛感するし，労働組合を中心とする社会党

を支持する所も熱心に要求する。保守党と社会党両方が

鐙互いに影響し合って，そこに自然に保守合同と社会党

統一の気運がもり上って来たわけであります。この世論

に着目していち早く言い出したのが三木武吉，岸信介と

いう目先のきく人達です。これは天下の輿論だから早く

言い出した方が得だと，それから自分たちの党利党略か

らいっても保守合同を提唱すれば勢力を自分の勢力下に

おさめるのですから， どっちに転んでも損はないわけ

で，熱心に保守合同を提唱することになったのです。こ

れが世論に合致しておったので成功した。三木さんを中

心とする勢力の国会における足場は，それまでは国会の

比較的少数であつfて第一党ではあったけれども，旧自由

党と社会党が一緒になれば不信任される立場にあったん

ですが，一挙にして300名に達する議席をもつという事

になったわけです。

謹薗ならば300名の多数の議席をもつことになれば政

局は安定して，思い切った政策実行をやることになるわ

けですが，なかなかこれがうまくいかないでいるのが現

状で，今度の通幣国会が開かれてお正月以来の状況がこ

れを示しております。そこで保守合同ができてから政治

がいくらか進歩したかと申しますと，自由党，民主党の

2つにわかれて争っていた時よりは，いくらか良くなっ

たかと思います。つまり国会の少数の支持しかないとい

う，議員内閣の制庭としてまことに変態な，異常な状態

があらためられました。現腱国民の最少限度必要として

いる通常予算は年度内に成立－－3年ぶりにですが－

することになったのですから，どうにかこうにか日本の

政治が人並象の状態を呈するという状態に童でこぎつけ

たわけです。所がそれ以外の点はどうにもうまくいって

おらん。保守合同して政党がやろうと思った点が何んに

もできない有様です。この原因はどこから来ているかと

云うと，二誕党に憾なったけれども，日本の今の二大

政党は，いわゆる議員内閣制度を迩営していくための条

件からいうと政党としては非常に欠けた所が多い。第一

にイギリス流の政治をお攻党でやっていくためには相当

共通した蕊盤が必要である。それがこの2つの勢力がか

け離れていて具合力瘤い。社会党と民主党ではあ蓑り性

緒が違いすぎる筵いう点があるのであります｡政治の両

極端と申しますか，両方の保守勢力の右寄りの勢力が主

導権を握る保守党と，社会主義勢力の中で左よりの考え

方をもつ社会党とが対立しているのです。ただでさえ性

格のちがいがあるのに，出てくる政策に開きが非常に大

すぎるわけです。

憲法改正問題

これが端的にあらわれておりますのが，態法改正の問

題でありまして，今の自由民主党は憲法の改正が内政の

一番大きな政策，鳩山内閣の公約の第一です。今の政治

のいろいろな問題をとり上げて承ると，どうも占領中の

やり方力惑いから改革しなければならない。吉田内閣も

占領政策の是正をうたっておりましたが，今の国際惜勢

から云って日本の憲法はどうにも実情にあわないから直

すということだけでなく，その他の内政改革を考える

と，どうしても根本の憲法につき当って，惣法をかえな

ければならないという事が強く出てくる。これは感情的

に申しましても，アメリカによって追放をくった戦前派

と申しますか，追放された人に職多いわけです。そこえ

いきますと，占領政策によってむしろ生れた政治勢力と

いってもいいくらいの社会党の考え方は， 日本の民主

化，明治維新で不徹底に終った民主主義革命を蓑すます

発展させなければならない，という考え方についていま

すので，できるだけ占領中の政策，つまりそれを象徴し

ている憲法をよう護していく。社会党が政権をとった

ら，今よりももつと左の傾向に向って直していきたい，

という考え方に向っている。国の蕊本政策に対して二つ

の政党が右にいこうと云うのと，左にいこうと云うのが

全く方向を異にしているのですから，なかなか二大政党

でも話しが合わないわけです。

しかしながら，今度の国会でも両方の話しの合う話し

もあり霞す。たとえば売春禁止法，百貨店法，両方とも

なまぬるいという非難はありますが，社会党はこれを反

対して潰してしまうよりは，何にもできないよりは，せ

めて赤線，青線でも無くするのも進歩だから，売春禁止

法に賛成するという態度で，百貨店法も百貨店よう護法

のような不満ほあるけれども，これも一応賛成しようと

いう態度です。

ところが教育委員会法，国防会議憲法調査会法など今

申しました占領政策の根本に関係してくるものになる

と，絶対反対，普通の反対では3分の1では勝てないか

ら労働組合のストライキ戦術座り込駄だとか，委員長を

かつぎ出したり，暴力を振うと新聞に悪口いわれて困る

から，新聞に出ないような暴力で何んとかやるというよ
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の有権者がおって，社会党が1人,保守党が2人当選し

ておったと仮定いたしますと，それを3つにわって1人

1区にした場合，全部保守党になって社会党が1人も出

られないということになる覗息性が多くなる，社会党は

今より域るということは理論的に一応考えられます。

しかし一方から考えますと，今度選挙区をなおしまし

て，人口移動がはげしく都市に集中しておりますので，

大部分の都市が定数を増やしたという事情と，社会主蕊

政党が従来，斗争の歴史というようなことばかり重要視

しておりましたが，こういう点を捨てて思い切って中小

企業者やサラリーマン，学者とかそういう人たちから，

相当広範囲に礎秀な候補者を出すということを考える。

とういうような努力をすれば，社会党必ずしも悲観した

ことはない。殊に社会党は1日もはやく社会主義勢力だ

けで政権をとって，社会主義政策を実行したい気持を持

っているなら，この方が早道です。と言いますのば保守

党が勝ったとしても，その次も勝ってもだんだんあきて

不満の起る可能性が多いし，保守党と紙一重の政策を持

って出てくれば,選挙民の票は社会党にあらわれる覗曽

性唯相当にあるわけです。そういう点を考えて，今の餓

会党の中，特に左派の指導者の中にも，折角保守党がこ

の小選挙区制をやりたがってるのだから，むしろこれを

受けスれた方がいい，という考え方善持ってる人がいる

のです。社会主義政策のために受けスれるべきだと考え

る人もあるが，代議士を失職しちゃうと食えなくなる人

もある。（笑声）〃生活の問題〃だと反対壮烈，をきわめ

るというわけです。保守党の方もああいう党略的な区割

を出さざるを得なかった。つまり下をおさえて，公正な

区割で世論を味方つけることを考えればよかったのです

が，その点は今の彊導者が弱いものですから，指導者が

区劃を作った時には公平でしたが，国会に出た時は自由

民主党当選第一主義の区割になってしまった。躍球でも

こっちは守備が得意だから，グラウンドをせまくしてと

いうのじやつまりません。だれでも大体負ける側に味方

します。社会党ほ暴れやすくなり，また今北の窓の方に

座ってる旧自由党の人がことあれかしと，虎視たんたん

としているのですから，中には社会党を扇動してしっか

りやってくれといってる（笑声）人もないとは言えない

状態で，一枚看板の小選挙区制が衆議院では半身不随，

半身をぶった切られ，参議院じゃ通らんということにな

ってしまった。

日ソ交渉の問題

そこでもう一つ日ソ錘の問題であります。鳩山内閣

が日ソ交渉というものを，憲法改正と相遊んで外交政策

のトップにかかげた事情はどういうことかと申します

と，－これはいろいろ事糖があると思いますが，－

うな結果になっております。これは何と申しましても3

分の1でもこれだけ結束してあばれると，こｵしだけの議

事防害をやるということを立証したわけでありまして，

世界政治の議事防害上の歴史的な活躍を社会党はしたの

じゃないかと思います。（笑声）

小選挙区の問題

じかしそれにしましても，今度の国会が一番荒れまし

た最大の問題は小選挙区制度の問題でありますが，この

問題について少しくお話しして琢叢す。本来ならばｲ選

挙区制度は二大政党の対立という状態になった以上，や

､らなければならない問題だと思っております。

これははやい話が今の選挙制度で，もし選挙があると

すれば，今のは3名ないし5名程度の選挙制度ですから

保守派の強い池方ですと自由民主党は5人の候補者を出

ずでしょう。本来の代表民主制と政治の理屈の上からい

えば政党が政策をかかげて国民力謹択して，その結果が

議席にあらわれ，議席が内閣を生んで，その内閣の政策

が国民の選択に向けられて政治として帰って来なけれ

ば，代表政治制は成りたたないわけですが，そういう原

則から云って国民は選択のしょうがないのです。事実保

守党ばかりであったらやりにくいですし，社会党も出る

でしょうけれども，今までのように四つに別れておった

時と違って，2つになった場合保守党同志の選挙になる

わけです。これの一番大きな弊害は同志討ちですが，選

挙が腐敗しているし選挙に金がかかってしょうがない，

というのは同志討ちの問題が非常に多いからで，絶えず

選挙民に代議士諸君がたかられる。というのほ，陳情，

逓拳民の就職依頼などに代議士はきりきりまいしており

ますが，主として社会党の代議士もやるからというので

はなく，同じ選挙区のあれがやるから俺もやらざるを得

ないと，香鍵議員,花輪議員（笑声）というのが生まれ

てくる実情なのです。こういう点からいって，二大政党

になった今日，今の3名から5名の選挙区というのはど

うも弊害が多いのです。小選挙区制もいよいよ駄目なよ

うですが，せめて2人3人区でもしますか，何とかこの

ままほうっておくわけにはいかないと思います。出来れ

ば小選挙区制種なって，1人1区ということで，社会党

か自民党かという争い，選挙民ば，国のためと自分の利

害から考えて選挙し，過半数をしめた方が内閣を作ると

いうのが一番いいわけです。二大政党を運営するために

は政党が二つになるばかりでなく，選挙制度を改めるの

が当然なのです。

ところが一番具合の悪いのが両方の勢力が開らきすぎ

ているから，実際問題として今吐会堂が相当の打撃を受

けることは理論的にいって確実であります。つまり選挙

制度の理論上からいっても，今までの選挙でそこに30万
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第一にほ，やはり戦前派の人たちが指導権を握って政界

にデビューし，政策として何をやるかということを考る

場合，まず俺たちがやるべきことは独立日本である，本

当の独立である。吉田のやって来たことはあまりにアメ

リカー辺倒だから，この辺でゾウニト，中共などの国交

調整をやって文字通り日本の完全講和を実現する。これ

は左翼がしきりにいってる問題で，日本として共産圏と

の間を戦争伏態におくことは，日本の独立ではなくアメ

リカの御気嫌とりだ。この際思いきって共産圏ともだき

あうわけじゃないけれども，国交調整はやって，抑留者

引揚，国連加盟の問題，それがため国民が希望している

ものを解決したい。鳩山内閣の人気坂りとして対ソ国交

調整ということを考えたのが一つ．それから吉田はアメ

リカとの桑港条約で日本独立の第一歩を築いたんだから

鳩山の方は俺の時に対ゾ，対中共との国交調整もやって

日本の独立も完成したということを後世に名をとどめた

い，という希望をもたれたとしても当然です。

もう一つ違った観察をする人は，河野農相という人は

劇旧新聞農林省詰の記者で農政通といいますか，また漁

政通でもある。それやこれやで河野さんは北洋漁業関係

と親密である。何かと向うの利害関係が陳情その他で強

く反映して来る’これが一番希望して"いるのは，北洋に

おける安全操業であり，それを実現するためは，日ソ間

の戦争状態を何とか平和状態に持っていかなければなら

ん，というわけで，河野さんを通じて鳩山さんの頼承の

日ソ国交調整の必要性を強調しておったのじやないか，

ということをいう人もあります。それから更に外務省の

方からいうと，何かと主流からはずれた恰好になっちゃ

った杉原さんという人が，嶋山さんと懇意で非常な意見

のある人ですけれども，日ソ交渉，国交調整を急速にや

るべきだということを話した，というようなこともあっ

て，鳩山内閣の政策として出て来た。

そこでそういう政策にもとづいて，去年の6月にロン

ドン交渉が開らかれ，イギリスに居て日ソ交渉の必要を

痛感していた松本さんが全権になった。これ臓余蕨です

が，そういうふうにして日ソ交渉は始まったのでありま

すけれども，御承知のように，自由民主党の中が丁度2
つにわかれてなかなか意見が一致しない，保守合同の時

にも新しい保守党が，対外政策としてどういう政策をと

るべきか真剣に論議され，緊急政策という名前のもと

に抑留者の弓腸ということと南千島の返還を絶対な条件
として，これがなければソ連との国交をやらないのだと

いう話であったのです。そういうことで党の政策がきま

っておった。外務省の中にも全部でもないのでしょう

が,概して慎重論といいますか，自由党の考え方に比較
的近い恰好になっているのです。そこで交渉をやってみ

たところ，日本は非常に強い線を出していたのですが，

果して最初から予想されておったように，領土の間題で

いきちがってし雷つた。南千島ば絶対向うば還さない。

こっちは南千鳥を還してもらわなければ，まとめること

が出来ないという事情におかれているわけであります。

そこでこの間題をどうするかということになった時に，

同時に新聞が主流派とよく書いてます鳩山，三木，河

野，大野，それから岸という人も－この人はどちらか

というとやや主流派に多く足をつっこんでるといえるで

しょう－とても南千島を放棄して結ぶことは困難だ，

そうかといって南千鳥を放棄して領土間題を棚上するこ

とは出来ない。国交を回復してやろうということは日本

が得るところがない，只大使館を開らいて国交を回復す

るという向うの要求を通すだけで，こっちは何にもかえ

って来ない。全然かえって来ないとはいいませんが，か

えってくるためにはいろいろ交渉しなければならない。

鳩山内閣がもったのは，抑留者を人道的に早く遺族のた

ぬかえしたいというのが第一,国連加盟がソヴェトによ

って拒否されて日本の国際的地位が回復されない，古く

から国連加盟を実現したいということを考え，それから

北洋漁業をどうか安全な形で解決したい，更に通商航海

条約を結んで,大したものはありませんが北樺太の木材

とか石油など，向うも日本へ造船の注文を沢山よこす可

能性もある。そう沢山期待されないとしても貿易の方も

開らかれる。そういうものを日本は欲しいわけです。ソ

連は貿易上たいしたことはないとしても国交を回復し

て，何を日本から得ようとしているか，ということが問

題腱なるわけです。考えられることば，大使館を狸穴に

開いて，そこへ何人かの大使館員を送りこんで，日本で

共産活動を職ん腫やろうというのじやないか，例のラス

トロポフという要員がアメリカ側にいってしまって，東

京でやってた事体が明らかになったわけですが，相当な

日本人で細細したスパイ網をもっていて，外務省の中か

ら現に出たわけですが，そういうスパイ緬淡を持ってた

ことがあります。1人でさえあれだけのことをやったの

だから，終戦直後は500人近く要員が来ておったのです

が，相当多数のものが自由自在に働いていた，ところが

日本の状態はスパイ防止法はなく，あらゆる役所の秘密

は筒ぬけで，民主化の名のもとに言論の自由，つまり基

本的人権という見地から，先生たちの活躍が十二分に保

証されているような状態になっている。それから，この

ソ連がこの日本との国交調整を非常に急いでいるのは，

中共との関係で，やはり日本との国交関係を開くという

ことがゾヴエトと中共との関係においてソヴニトがその

必要性を痛感しているのじやないか，という観測もある

わけです。真疑はわかりませんが，いづれにしても国交

調整を急いでいることは事実です。こういう機会を利用

してこっちの欲しいものと交換するという考え方が出て

くるわけです。そこで慎重論者は向うのねらいがそこに

あるのだから，日本の国内態勢がもつと整ってからやら

＝
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の 政 情愛川‘最 近

危い。だきあえばすぐ病気がうつる状態になって

うあせらなくてもいいのじゃないか，という考え

で放棄しているじゃないか， ということをいうわ

す。 日本側として象ればあの時の戦争では負けて日本側として象ればあの時の戦争では負けて

けでないと

おらそうあせらなくてる，

そこで実際問題として動きを申 ん，アメリカには負けたがソ連には負けておらん，

ぱあの時は人もあろうにソ連に仲介を頼んだ，ス女

例え

－リ

方が出て来るわけです。

すと，戸ンドン交渉が国内事情から中絶いたしま上げま

すと，すぐ魚の問題が出てきたわけです。つまり今年は

十九船団を用意して一億尾以上の鮭，鱒をとろうとして

いたところへ，プルガーニンラインの中ではありますけ

れども四分の一の2千5百万尾しかとれない，しかもそ

れもソウェト側の一士許可を得た証明書を持った船でな

ければとらせないもそうでなければ，いつでもつれてい

くというのでがく然としたわけであります。北洋癖業に

いく人たちは500の独航雛があったそうですが，東北地

方の沿岸の人たちが財産をほたいて，借金して150億か

ら300億の資金が動いている。これが駄目になるという

ことになると，投下資金の問題や輸出商品の問題があり

ますが，何と言っても数十万の人の雇用問題が起り，融

盗している銀行の問題もありますし，非常な影響を持っ

ている。日本の一番痛いところに触れて来た，今まで国

連加盟のことでもなかなか言うことをきかないから決め

手を出して来た。日本はさすがにこたえた，これじゃ顧

るからその問題で交渉をはじめたいから，といってやっ

たわけです。河野さんが冊かけることになったのです

が，代表の問題で外務省はロンドンにいる西さんは-番

魚業通の上にロンドンの参事官をしていた経験もあっ

て，西大使をロシアに童わすということを菫浪されたの

ですが，これは鳩山さんあたりの強い希望によって，河

野さんを派遣することに決まったわけであり寮す。そこ

で河野さんが行き，大体交渉のことは最近の新聞のニニ

ースに出て来ましたから，承なさん御承知の通りの綣果

になったのです。河畷さんが成功であったか不成功であ

ったかは論評の仕方はありましょう。何にもしなければ

5万噸であったものが1万5千噸ふえた，しかし河野さ

んは遅くとも7月31日までに正式に交渉を再開しよう

という約束をしてきた。慎重論者童光さんを代表として

いる人たちは遅くとも7月31日までには交渉をはじめ，

何とか妥決に持っていこということになるわけです。問

題点は領土の問題に厳るということはわかっている。と

ころがプルガーニンが念を押して，日本がおれてくるの

がいやなら領土問題を柵上にしてアデナーワー方式でい

い，日本の好きなようにすればいい，しかし絶対に南千

鳥は還し叢せんと言った。しかし交渉開始を誰庫したこ

とは，こっちが降りることを約束したことじゃないかと

慎重論者の攻撃になります。1万5千噸ぐらいとって来

るのはだれでも出来ると，河野さんば決して南千鳥を放

棄する大それた誰凍はしてきたわけじゃないと，しきり

に弁解しており童す。ところが南千鳥の問題ですがプル

ガーニンが言ったようにお前の方は負けたのじゃない

か，日藤鍛争の時は南千鳥をとっているから今度は負け

たんだから歯舞，色丹だってとったんだけれども，恩恵

的にやろうとしているのになおそう欲をおこすな，桑港

シはルーズヴェルト，チアーチルに対日戦争に参戦する

約束をしているのですが，日本が手を上げるということ
がわかった瞬間，ソ連がさつと出て満洲，樺太全部をと

って人間までつれていって強制労働に使った。腹にすえ

かれて少な損をしても国交は結びたくないという気持が

国民感情として起ってくる。しかし向うにいわせれば，

かけ引だから最大の効果のある時に参戦するのは当然だ

ろう，またソ連に対して日本がどういうことを今までし

たか，ノモハンの問題，また特に腹をたてているのが関

東軍総別演習です。一時関東軍を増強してロシアが戦争

する意志がないのに，1ゼイツとの関係で極東軍を釘づけ

にした。ドイツと共謀してソ連が困ってる時にいじ必た

ということもあるらしいのです。

そういうことで河野さんが帰って来られたわけです

が，河野さんとしては出来ることならば相当無理なこと

をやっても何とか早期にソ連との交渉をはじめて，黒星

ぽかりつづける鳩山内閣にとって大きな人気取り錐にも

なり，参議員戦挙に有利な材料になるという考え方があ
るおけです。自由民主党の主導権を握ってる人たちも，

黒星ばかり出ていたので，日比賠償だけでは効果が弱い

から，何か大きな選挙民に呼びかける，日ソ交渉を何と

か田来るという可能性ある状態に持っていきたいわけで

す。ところが強い反対論が旧自由党譜君の間にある。吉

田さんなんかはそうかも知れませんが，つまり党略的な

三木とか河野がやろうとしているのだから，という反対

論もあるようです。それが重なりまじって反対論が依然

として少くない。一時河野さんがソ連の勢力を身にしみ

る緑ど感じて日本人はショックを受けた。やはり強いも

のにいわれるということはやむをえないという感じが，

世間でも強くなってかなり妥結論が強かったのです。と

ころが反対論者がここ数日ほまきかえして来きたわけ

で，今簡単に鳩山，三木，河野とかいう人が国内を妥結

論でまとめるということは相当困難です。それで今無理

してこれをやろうとすると，分裂事体が発展する可能性
〃

が大きいのです。それがため実は思い切って内閣の改造

をやってでもそっちの方向に持っていきたいと思うので

すか，それが相当困難になってるようです。どうも選挙

まで見送るんじゃないかという感じが強くなってるよう

です。もう一つの事情は主流派の最大の実力者である三

木氏の健康が悪くて最近非常に心配すべき状態だという

ことが反対派の勢力を強めている非常に大きな要素で
す。もし三木さんを省はぶいてふると主流派のウエイ1、

が減るのです。そうするとどうなるのかわからないのじ

やないかという徴妙な段階にあるわけです。

いつわりのない現下の政情を申し上げました。（拍手）

《
』

ぎ

8

h、_

一

〃

－36－

〃



第2回林業技術コンテスト

林野庁の後援を得て，かねてから計画中であった林業技術コンテストは，総会の前日である5月29日午前9時

から森林記念館会議室において開催した。藤本業務部長臨席されて激励の辞を与えられたので，出席者は一層張

り切って辮予を奮った。日頃称野業務の第一線において努力研鍵でした林業浅術に関してのテーマを15分間の制

限時間内において発表し，かつ約5分間の審査員からの質問に答えることによって，その成績が覇謹Eされたので

あるが，出渡者はさすがに各支淵漣合会からの選び抜きの選士だけあって，いずれも非常に催れた寓容を持ち，

審査も困離をきわめた位であったが，その結果ほ別記の通りであった。なお当日の溌査員は次ぎの諸氏である。

、

一

3

一

林業技術コンテスト発表テーマ並びに審査結果

入 賞発 表 テ マ

秋期山出苗木の林地仮植について

ヒノキ枝打方法によるまきこ象の良否について

造休用苗木の包装輸送並びに植付方法について

私の体験した空からの森林保謹

アカマツ伐倒木の虫害に関する考察．

群馬泉利根地区に於ける桐栽培について

わたくしの管内とわたくしの研究

造林地における野兎駆除について

クス造林に関する所見

下刈の功程調査について

火山灰苗畑の凍上防止に関する一考察

担当区主任としての私の牡議

所属麦部 分 会

弘前営林

大間を 〃

陸別 〃

上川 〃

西条〃

利根地方事務

八雲 〃

鵡川 〃

鹿屋 〃

河津 〃

上斜里 〃

上松〃

氏 名

署小島覚

石井竹雄

寺田常雄

市川 溝

奈須栄

所金井次郎

柳沢輝憲

芳賀．宗三

永吉清光

山田義道

藤田 茂

上村三喜雄

’背森

前橋

帯広

旭川

大阪

群馬

函館

札幌

熊本

東京

北見

長野

一席（長官賞）

二席（協会賞）

三席（協会賞）

’
1

(備考本表臓発表順）
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第9回通常総 会

本会第9回通常総会は去る5月30日午後1時から森林記念

館会議室において開催，来賓として石鋼氷野庁長官，及び柴

田栄氏,本会からは松川理事長以下役員，会員等併せて約70

名が出席，席上において，前29日開催の澗薬技術コンテスト

の審査発表を行って，入選者の表彰式を挙行し，終って会議に

移り，理事長の挨拶に次いで群馬県総務部長清水元氏が選ばれ

て識長となり，譲案の審議を終ってから，次の通り識演会を開

催した。

1. jl謡I識演最近の政情権ついて

識師読売新聞論説委員愛川重義氏

2．林業技術コンテスト最優秀者の発表

前橋営林局支部石井竹雄氏

《
）

石谷長官の祝辞

第9回通常総会決議公告

昭和31年5月30日開催の第9回通常総会に於いて次ぎの通り決議されましたので公告します。

会員各位 社団法人日本林業技術協会

理事長松 川 恭佐
記

第1号議案昭和30年庭業務報告並に決算報告の件
原案通り承認可決

第2号議案昭和31年度事業方針並に収支予算の件
原案通り可決

第3号議案定款の一部変更の件

次の通り変更の件を可決

1． 定款第4条銘4号のあとに次ぎの2号を加え，第5号以下第8号を順次繰り下げて第7号から第10
号とする。

5．航空写爽の称業えの応用に関する研究及びその指導普及。
6．航空写爽の撮影，設計及び航空写真による測箪,森林調査等の受託

2． 定款第10条を次ぎの通り改める。

第10条本会に左の役員を置く

理事長1名 専務理事1名 常務理事若干名
理事50名以内（理事長,専務理事，常務理事を含む） 監事2名

第4号議案役員任期満了につき改選の件，役員ば次ぎの通り決定した
違事長松川恭佐

専務理事松原茂

常務理事平野孝二大久保恭猪瀬寅三孕石正久小田精福森友久
南享二吉田好彰加賀正司

理事伊藤清三岩岡正喜小柴辰二大福喜子男豊田久夫小愈武夫
大友栄松右田伸彦夏目正飯島富五郎佐伯操次皆川多気夫
赤田守梅地十郎谷藤正三内田映友野桂輔伊藤正
佐藤正左右杉本剛矢沢頼忠塚野忠三木下勝策櫛田徳一
中川久美雄福田次郎奈良英二淡谷忠一相馬五郎長井英照
池田溝次郎岡島呉郎中野精

監事森尾洋一北原完治

第5号議案昭和31年度中に於ける借入金の限度を500万円とする件
原案通り可決 以上

－－－
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第4回林業写真コンクール懸賞作品募集要綱
i 題 材

『森林叉は林業を主題とした写真』

第1部森林の生態

林相森林植物森林動物植生の推移森林気象森林被害･･･ ･等

第2部森林，林業の作業

造林治山伐木造材運材苗畑火災警防測定測堂工事….､等

第3部 一 般

森林美観光リクリエーション……等

一般的な芸術的香りの高い作品

2賞

特選 1名 農林大臣賞状賞金5,000円 （副賞蝋杯）
一席 2名、 林野庁長官賞状 賞金3,000円 （副賞徴杯） （以上申請中）
二席 6名林業技術協会理事長賞賞金2,000円鱈I賞淡品）
三席 12名 賞金1,000円 （副賞賃品）
佳作 50点 記 念 品

備考1．各部の1席のうち最健秀作品を特選とする。
2． 1人で2点以上入選の場合はその作品に席位を付けるが，授賞は最高位の一賞の蕊とする。

3．各席に該当する作品がない場合には空席とすることがある。

3募集規定

◇写蕊の大さ 四ツ･切り
◇募集締切 昭和31年9月20日

◇送付先東京都千代田区六番町七日本林業按術協会宛
◇応募者の資緒は限定しない。
◇応募作品は返却しない。

◇応募作品の展覧，発表等の権利は本会に帰属するものとする。
◇応募注意 （イ）応募点数ほ制限しないが昭和30年4月1日以降撮影したもので，刊行物叉は全国

大会に未発表のものであること。

（ロ）作品の裏面には次の事項を明記した紙片を貼付すること。
1． 1部，2部，3部の別

2． 題名（第1部，第2部については題材の内容を簡単に説明すること）
3．撮影年月日及び場所
4．撮影データー
5．応募者の住所,職業，氏名

（ハ）封筒の表紙に「懸賞写真」と朱書すること。

4審査 員

塚本閣治氏（写真界の権威） 石川東吾氏（農林省光画会副会長）
原忠平氏(林野庁研究普及課長） 奥田孝氏(林野庁林政課長）

松原茂氏（日本林業技術協会常務理事）

5審査発表
審査の結果は「林業撲術」誌に発表する。

s展覧会
ス選作品は昭和31年10月東京に於ける山林復興大会その他適当な機会に展践会を開催する。

主催 社団法人日本林業技術鰯会

後 援農 林 省

協蓑 小西六写真工業株式会社

一
m
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月
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身靭 円 〒円

：6藤村重任日本森紘資源の分析 70(会員60)8
（江・産雲割議苣と森林資源）

量 7田中波慈女森林の鍵寛因子 100(会員90)16号

：8岡崎文彬照査法の実態 80(会員70)16
：9片山佐又油桐と桐油 80(会員70)16
3’0飯塚肇魚附林の研究 110(会員100)16
二

言13中村賢太郎造林学入門(植林の手引） 60(会員55)8
言

：林業普及(技術)ｼﾘｰズ(鴬鐺総塾識）§ ＝=三三二=一

盆
一
言

冊
妬
誕
詣
鉛
諏
坐
妬
妃
斑
鑓
認
弱
駒
釣
“
舵
“
、
池
汚
惣
布
”
ね
帥
釦
兜
鯛
弘
砺
郎
師
肥
鯛

円
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

－
〒

鋤
鋤
鋤
釦
訓
“
“
“
如
如
如
如
如
如
如
如
如
如
“
“
“
如
釦
卵
卵
釦
釦
卵
帥
帥
印
釦
卵
釦

円

内田登一猟

亀井専次木材腐朽

今西錦司いわなとやまめ

島田錦蔵新森林法とこれからの民有林

《

富

ゴ

目

呂

弓

』

菫
ヨ

加留部善次ナラ材の在り方

"I1 清材界の諸悶禰

山崎次男日本古代の森林

村山醸造キクイムシの生活

塩谷勉日本の造林政策

岡崎文彬林木のなかの水

沢田 博木曾の林業

選抄歌集山と森の歌

佐藤大七郎苗畑と水

水野金一郎秋田のスギ林 ‘
嶺 一三日本のカラマツ林

石昌子山と森の句

右田伸彦広葉樹バルブの現状

太田嘉四夫野鼠の調査法

寺田喜助風災5700万石

八木下弘林業写真の問題点

京大林学教室林学名著解題(1)

保坂秀明木材糖化工業

梶田茂ぼか林業名著解題②

高橋延清林木育種の旅

兵頭正寛和紙とその原料

加納孟成長と材質

沼田 真竹林の生態

平井信二凋料としての木材

沼田大学著名なる称学者

清永健介空からの森林保護

四手井綱英林分密度の問題

川床典輝林業の改良普及とは

中山博一航空写真と森林

永田洋平森のいぎものたち

一

一

一

夕

一

一

一

壱No．

: 2岸本定吉騨暗黒炭窯の構築に就て ’5 8二
言

；3慶野金市どんぐりの味噌製造仁関する研究25 8E

亨 6武田蝿菱水源の雨量に就て 45 8
言8藤材誠・外2名ヒノキの抜根に関する研究40 8
皇9堀岡・菊地合板用ウイスコース接着剤 30 8＝

：12藤田信夫とちの化学 20 8
弓16犬飼・上田森林と野鼠 20 8
畠19小倉武夫木材の乾燥 80 16
ミ21内田 憲木炭の話 30 8二

言22伊藤溝三鶴林産物の需給と栽培蠕綻編)50 16
今23四手井・高橋積雪と森林 100 16
皇28米沢・蕊弛パルプの話 60 8
言

:30俄蕊清三犠深林窪物の需給と栽培儲鎌)'30'6胃

：35永井行夫しいたけ 100(会員90)16＝

：37原口 亨苗木の話 130(会員120)16
号4o加藤誠平運材用索道主索の設計と検定

100(会員90)8二

言41上田弘一郎竹林の仕立方 90(会員80)8苫

亭44渡辺貸仲たんにんあかしや 70(会員60)16
皇45石川健康日本の有名楼 160(会員150)24
号46弁上楊一郎草地とその改良 110(会員ｴ00)16
写48中原二郎すぎはむし 100(会員90)8

林業普及叢書(林野庁研究普及課編）
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亨調査団綿矯狩川源流原生林総合調査報告1300実費●
ご

皇横川信夫今日の林政問題 35(〒共）マ
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ミ日林協版 丸太材積表 32 8
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林価算法及林業較利学６
１
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7月下旬刊

豊護
学教授
博士 島田錦蔵著。

林政学概要
改
訂

A5. 286頁価450円〒55円最近林業方面でも経営の合理化作業の改善，

林業の機械化などが真剣に論議されて来たが，

如何にこれを具体化させるかは作業の科学的分

析を行いはじめて可能と考えられる。本書はか

かる意図のもとに第一編として作業者の実態を

探究しその場その場のエネルギー代謝率を掲示

しかつ各作業の理解を深めるために写真450枚

を以って解説した斯界ji陰一の書

菫要目次第1章エネルギー代謝率

第2章種苗事業種子採取一整地一床作り

一播付け－床替苗木の堀取，選苗，仮植一床替

床への柿付け－挿木作業一除草作業一日除け一

潅水および消毒一山出苗堀取および選苗一山出

苗梱包作業第3章造林撫育事業地栫，

下刈作業一新縦作業一技術作業
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’ 5－30型｜種一~頚種 類’ ’7型 17型 5－30型

ホームライトⅡサーイクル

単気筒エンヂン
プロF－トレスダイヤフラム
型顛倒運転可能

特殊繊維製

型 式 気化器

62×38mm エヤクリーナー

始動装置 自動巻込ワイヤー
－－

自動遠心クラッチ

8：1

130cc クラツチ
ー ー企

鋸長（吋）
’
1

1

14，18，20，23
28．33．38

18，23，28
33，38．42

4700R.P.M

1500cc チエンオイル 手動ブランヂヤーポンプ式

★カタログ贈呈★

日本総代理店 本社：東京都千代田区神田五i好町四番地

三國商工株式會社揮難閏震．： 窯：
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